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説

消
費
貸
借
契
約

雇
用
契
約

そ
の
他
の
契
約

お
わ
り
に

論

九八七六

は
じ
め
に

わ
が
国
の
法
例
七
条
一
項
は
、
契
約
の
準
拠
法
に
つ
い
て
、

い
わ
ゆ
る
「
当
事
者
自
治
の
原
則
」
を
採
用
し
、
七
条
二
項
は
、
当
事
者
に

よ
る
法
選
択
が
な
い
場
合
に
お
け
る
客
観
的
連
結
と
し
て
、
行
為
地
法
す
な
わ
ち
契
約
締
結
地
法
を
指
定
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ヨ

1

(
1
)
 

よ
り
詳
細
な
規
定
を
置
い
て
い
る
。

ロ
ッ
パ
諸
国
の
近
年
の
国
際
私
法
立
法
は
、
契
約
の
類
型
毎
に
、

ま
ず
、
当
事
者
自
治
は
、
原
則
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
契
約
の
類
型
に
よ
っ
て
は
排
除
ま
た
は
制
限
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

ポ
ー
ラ
ン
ド
国
際
私
法
二
五
条
二
項
お
よ
び
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
国
際
私
法
二
一
条
は
、
不
動
産
契
約
に
つ
い
て
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
国
際
私
法

五
一
条
な
い
し
五
三
条
は
、
労
働
契
約
に
つ
い
て
、
ス
イ
ス
国
際
私
法
一
二

O
条
二
項
は
、
消
費
者
契
約
に
つ
い
て
、
当
事
者
自
治
を
排
除

し
て
い
る
。
ま
た
、

ス
イ
ス
国
際
私
法
二
二
条
三
項
は
、
労
働
契
約
に
つ
い
て
、
選
択
で
き
る
法
の
範
囲
を
制
限
す
る
。
さ
ら
に
、

の
契
約
債
務
準
拠
法
条
約
五
条
二
項
お
よ
び
オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
際
私
法
四
一
条
二
項
は
、
消
費
者
契
約
に
つ
い
て
、

E
C
の
契
約
債
務
準
拠

法
条
約
六
条
一
項
お
よ
び
オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
際
私
法
四
四
条
三
項
は
、
労
働
契
約
に
つ
い
て
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
際
私
法
四
二
条
二
項
は
、

不
動
産
の
使
用
に
関
す
る
契
約
に
つ
い
て
、
強
行
法
規
の
特
別
連
結
に
よ
る
当
事
者
自
治
の
制
限
を
規
定
し
て
い
る
。
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つ
ぎ
に
、
当
事
者
に
よ
る
法
選
択
が
な
い
場
合
に
お
け
る
客
観
的
連
結
は
、
契
約
の
類
型
毎
に
行
わ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

ス
イ
ス
・

オ
ー
ス
ト
リ
ア
・
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
・
ハ
ン
ガ
リ
ー
・
ポ
ー
ラ
ン
ド
・
旧
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
の
各
立
法
お
よ
び

E

C
の
契
約
債
務
準
拠

E
C
の
契
約
債
務
準
拠
法
条
約
を
取
り
上
げ
る
と
、

に
よ
り
、
特
徴
的
給
付
を
行
う
べ
き
当
事
者
の
常
居
所
地
法
を
原
則
的
な
準
拠
法
と
し
な
が
ら

い
わ
ゆ
る
「
特
徴
的
給
付
の
理
論
」

法
条
約
が
そ
れ
で
あ
る
。
代
表
的
な
例
と
し
て
、

四
条
二
項
)
、
契
約
が
他
の
固
と
よ
り
密

接
な
関
連
を
有
す
る
こ
と
が
事
情
全
体
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
場
合
に
は
、
こ
の
他
国
の
法
が
適
用
さ
れ
る
、

と
い
う
例
外
条
項
を
置
い
て
い

わが国の判例における契約準拠法の決定一契約類型毎の考察一

(
四
条
五
項
)
。
ま
た
、
不
動
産
契
約
・
物
品
運
送
契
約
・
消
費
者
契
約
・
労
働
契
約
に
つ
い
て
は
、
特
別
規
定
が
あ
る

(
四
条
三
項
・

る四
項
、

五
条
三
項
、
六
条
二
項
)
。

こ
の
よ
う
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
立
法
に
対
し
て
、

わ
が
国
の
法
例
七
条
は
、
契
約
の
類
型
を
考
慮
し
た
規
定
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
し

か
し
、

わ
が
国
の
学
説
は
、
す
で
に
契
約
の
類
型
を
考
慮
し
た
解
釈
論
を
展
開
し
つ
つ
あ
る
。
た
と
え
ば
、
当
事
者
に
よ
る
明
示
の
法
選
択

が
な
い
場
合
、
直
ち
に
法
例
七
条
二
項
に
よ
り
行
為
地
法
す
な
わ
ち
契
約
締
結
地
法
を
適
用
す
る
の
で
は
な
く
、
当
事
者
の
黙
示
的
意
思
を

(2) 

探
究
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
契
約
の
類
型
毎
に
、
最
も
密
接
な
関
連
の
法
を
提
示
し
よ
う
と
す
る
も
の
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
は
、
こ

れ
ら
の
学
説
お
よ
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
立
法
を
参
照
し
な
が
ら
、
若
干
の
契
約
類
型
に
つ
い
て
、

わ
が
国
の
判
例
を
調
べ
る
こ
と
に
し
た
。

本
稿
で
は
、
と
り
わ
け
以
下
の
点
に
印
同
意
し
た
。
第
一
に
、
わ
が
国
の
判
例
に
お
い
て
は
、
明
示
の
法
選
択
は
あ
ま
り
多
く
な
い
、
と
言

(3) 

わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
契
約
の
類
型
毎
に
異
な
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
契
約
の
類
型
に
よ
っ
て
は
、
む
し
ろ
明
示
の

法
選
択
が
多
い
場
合
が
予
想
さ
れ
る
。
ま
た
、
当
事
者
が
ど
の
よ
う
な
基
準
に
よ
っ
て
準
拠
法
を
選
択
し
て
い
る
の
か
も
、
契
約
の
類
型
に
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よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

第
二
に
、
黙
示
の
法
選
択
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
な
事
情
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
の
か
に
注
目
し
た
。
た
と
え
ば
、
特
定
の
事
情
だ
け
が

考
慮
さ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
諸
般
の
事
情
を
総
合
的
に
考
慮
し
て
い
る
の
か
、
準
拠
法
の
決
定
に
と
っ
て
重
要
と
は
思
わ
れ
な
い
事



説

情
も
考
慮
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
点
な
ど
で
あ
る
。

第
三
に
、
法
例
七
条
二
項
に
よ
り
行
為
地
法
を
適
用
し
た
判
例
に
つ
い
て
は
、

そ
の
結
果
の
妥
当
性
が
問
題
と
な
る
。
と
り
わ
け
隔
地
的

論

な
契
約
に
つ
い
て
、
法
例
九
条
二
項
に
よ
り
、
申
込
発
信
地
法
な
い
し
申
込
者
の
住
所
地
法
を
適
用
し
た
判
例
は
、
準
拠
法
の
決
定
が
偶
然

的
な
要
素
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
疑
い
が
あ
る
。

第
四
に
、
明
白
な
準
拠
法
判
断
を
示
さ
な
い
ま
ま
、
日
本
法
を
適
用
し
た
判
例
に
つ
い
て
も
、
そ
の
結
果
の
妥
当
性
が
問
題
と
な
る
。
こ

お
そ
ら
く
非
常
に
多
数
に
上
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
網
羅
的
に
取
り
上
げ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
お
お

の
よ
う
な
判
例
は
、

よ
そ
の
問
題
点
は
、
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
わ
れ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
契
約
の
準
拠
法
に
関
す
る
判
例
は
、

そ
の
す
べ
て
が
必
ず
し
も
論
旨
明
解
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
し
、

そ
れ
に
対
す

る
解
釈
も
、
様
々
に
分
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
本
稿
は
、
限
ら
れ
た
契
約
類
型
し
か
取
り
上
げ
て
い
な
い
し
、

そ
れ
ら
の
契
約
類
型
に
つ

い
て
も
、
判
例
を
完
全
に
網
羅
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
準
拠
法
の
決
定
に
お
い
て
、
契
約
類
型
毎
の
考
察
が
重
要
視
さ
れ

(
4
)
 

そ
の
基
礎
的
な
研
究
と
し
て
、
判
例
の
主
要
な
動
向
を
把
握
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
い
。

て
い
る
現
在
、
本
稿
は
、

(
l
)
本
稿
に
お
い
て
取
り
上
げ
る
外
国
の
立
法
例
と
し
て
は
、

E

C
の
契
約
債
務
準
拠
法
条
約
(
一
九
八

O
年
)
、
ス
イ
ス
国
際
私
法
(
一
九
八
七

年
)
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
際
私
法
(
一
九
七
八
年
)
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
国
際
私
法
(
一
九
七
九
年
)
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
国
際
私
法
二
九
八
二
年
)
、

ポ
ー
ラ
ン
ド
国
際
私
法
(
一
九
六
五
年
)
、
旧
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
国
際
私
法
(
一
九
六
三
年
)
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
条
文
の
翻
訳
と
し
て
は
、

笠
原
俊
宏
編
『
国
際
私
法
立
法
総
覧
』
(
一
九
八
九
年
・
富
山
房
)
七
O
頁
以
下
・
二
一
二
頁
以
下
・
二

O
八
頁
以
下
・
三

O
九
頁
以
下
・
一
二
五

五
頁
以
下
・
三
八
四
頁
以
下
、
奥
田
安
弘
『
国
際
取
引
法
の
理
論
』
(
一
九
九
二
年
・
有
斐
閣
)
二
七
三
頁
以
下
・
二
八
八
頁
以
下
、
奥
田
安
弘

「
一
九
八
七
年
の
ス
イ
ス
連
邦
国
際
私
法
(
二

1

(
六
・
完
)
」
戸
籍
時
報
三
七
四
号
二
頁
以
下
・
三
七
五
号
一
八
頁
以
下
・
三
七
六
号
四
三

頁
以
下
・
一
二
七
七
号
五
一
頁
以
下
・
一
二
七
八
号
五
四
頁
以
下
・
一
二
七
九
号
五
八
頁
以
下
、
山
内
惟
介
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
国
際
私
法
典
に
つ
い
て
」

北法45(5・4)698



わが国の判例における契約準拠法の決定一契約類型毎の考察

法
学
新
報
八
八
巻
五
・
六
号
一
七
一
頁
以
下
、
溜
池
良
夫
H
国
友
明
彦
H
河
野
俊
行
H
出
口
耕
白
「
一
九
七
九
年
ハ
ン
ガ
リ
ー
国
際
私
法
」
法

学
論
叢
一
一
一
一
巻
一
号
七

O
頁
以
下
、
井
之
上
{
且
信
「
ユ

l
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
の
国
際
私
法
典
(
一
九
八
三
一
年
)
に
つ
い
て
」
法
学
新
報
九
二
巻
コ
了

四
号
一
一
一
一
頁
以
下
、
松
岡
博
「
ポ
ー
ラ
ン
ド
新
国
際
私
法
」
阪
大
法
学
六
一
号
三
九
頁
以
下
参
照
。

(
2
)
溜
池
良
夫
『
国
際
私
法
講
義
』
(
一
九
九
三
年
・
有
斐
閣
)
三
凶
九
頁
・
三
五
四
頁
以
下
、
浮
木
敬
郎
『
国
際
私
法
入
門
〔
第
3
版
〕
』
(
一
九

九
O
年
・
有
斐
閣
)
一
七
九
頁
・
一
九

O
頁
以
下
、
木
棚
照
一

H
松
岡
博
編
『
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
l
ル
・
国
際
私
法
』
(
一
九
九
四
年
・
日
本

評
論
社
)
四
六
頁
・
四
七
頁
以
下
(
佐
野
寛
)
。

(
3
)
山
田
鎌
一
『
国
際
私
法
』
(
一
九
九
二
年
・
有
斐
閣
)
二
九
三
頁
参
照
。

(
4
)
法
例
七
条
に
関
す
る
判
例
の
総
合
的
研
究
と
し
て
は
、
一
九
六
六
年
に
、
鳥
居
淳
子
「
わ
が
国
の
判
例
に
お
け
る
渉
外
債
権
契
約
の
準
拠
法

の
決
定
」
法
政
論
集
=
一
五
号
七
一
頁
以
下
が
公
表
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
は
契
約
の
類
型
毎
の
考
察
は
行
わ
れ
て
い
な
い
し
、
そ
の

後
の
約
三

0
年
間
に
、
相
当
数
の
新
し
い
判
例
が
公
表
さ
れ
て
い
る
。

売
買
契
約

渉
外
的
な
売
買
契
約
に
関
す
る
判
例
に
お
い
て
は
、
明
示
の
準
拠
法
合
意
が
認
定
さ
れ
た
も
の
は
少
な
い
。
こ
れ
を
明
白
に
認
定
し
た
も

の
と
し
て
は
、
①
日
本
の
会
社
(
売
主
)

と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
(
買
主
)

の
聞
で
締
結
さ
れ
た
物
品
製
作
物
供
給
契
約
に
つ
い
て
、

ア
メ
リ

カ
軍
事
物
資
調
達
法
施
行
規
則
に
定
め
ら
れ
た
軍
需
品
供
給
契
約
条
項
に
関
す
る
「
ゼ
ネ
ラ
ル
プ
ロ
ビ
ジ
ョ
ン
ズ
」
に
よ
っ
て
、
準
拠
法
を

(5) 

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
法
と
す
る
旨
の
合
意
が
あ
っ
た
と
し
た
東
京
地
判
昭
和
三
七
年
一

O
月
二
二
日
下
民
一
三
巻
一

O
号
一
二
六
九
頁
、
②
デ

北法45(5・5)699

ン
マ

l
ク
法
人
(
売
主
)

と
日
本
法
人
(
買
主
)

の
問
で
締
結
さ
れ
た
継
続
的
販
売
契
約
の
効
力
の
準
拠
法
に
つ
い
て
、
デ
ン
マ
ー
ク
法
の

(
6
)
 

明
示
の
指
定
が
な
さ
れ
て
い
る
と
し
た
最
判
昭
和
五

O
年
一
一
月
二
八
日
民
集
二
九
巻
一

O
号
一
五
九
二
頁
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
、



説

日
本
法
を
合
意
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
当
事
者
間
に
争
い
が
な
い
と
判
断
し
た
も
の
と
し
て
は
、
③
日
本
の
会
社
(
売
主
)

吾也
日冊

と
米
国
の
会
社

(
7
)
 

の
間
で
通
信
に
よ
っ
て
締
結
さ
れ
た
売
買
契
約
に
関
す
る
東
京
地
判
昭
和
四

O
年
八
月
二
八
日
下
民
一
六
巻
八
号
二
二
四
二
頁
、(
8
)
 

④
設
立
準
拠
法
不
詳
の
会
社
聞
に
お
け
る
代
理
販
売
契
約
に
関
す
る
大
阪
地
判
昭
和
四
一
年
九
月
二
四
日
下
民
一
七
巻
九
・
一

O
号
八
三
九

頁
が
あ
る
。

(
官
丹
、
玉
)

こ
れ
に
対
し
て
、
契
約
締
結
当
時
は
、
準
拠
法
の
合
意
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、

そ
の
後
、
準
拠
法
の
合
意
に
至
っ
た
と
認
定
し
た
判
例

も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
⑤
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾
前
の
朝
鮮
に
お
け
る
日
本
人
間
の
継
続
的
商
品
供
給
販
売
契
約
に
つ
い
て
、
当
事
者
双
方
が

(
9
)
 

口
頭
弁
論
期
日
に
日
本
法
に
よ
る
旨
の
意
思
を
表
明
し
た
と
す
る
奈
良
地
判
昭
和
二
六
年
二
月
六
日
下
民
二
巻
二
号
一
四
六
頁
、
⑥
日
本
法

人
(
売
主
)

と
香
港
法
人
(
買
主
)

の
間
の
売
買
契
約
に
つ
い
て
、
準
備
手
続
期
日
に
お
い
て
日
本
法
を
準
拠
法
と
す
る
旨
を
合
意
し
た
こ

と
が
当
事
者
間
に
争
い
な
い
と
し
た
東
京
地
判
平
成
二
年
四
月
二
五
日
判
時
二
ニ
六
八
号
一
二
三
頁
が
そ
れ
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
黙
示
の
準
拠
法
合
意
が
認
定
さ
れ
た
判
例
も
、
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
。
た
と
え
ば
、
⑦
と
も
に
日
本
に
居
住
す
る
日
本
人
(
売

の
聞
の
日
本
所
在
の
不
動
産
に
関
す
る
売
買
契
約
に
つ
い
て
、
反
対
の
意
思
が
明
示
さ
れ
な
い
限
り
、
日
本
法
に

(
叩
)

よ
る
と
い
う
黙
示
の
意
思
が
あ
る
と
し
た
前
橋
地
桐
生
支
判
昭
和
三
七
年
四
月
九
日
下
民
二
二
巻
四
号
六
九
五
頁
、
⑧
船
舶
の
燃
料
油
等
の

主
)
と
韓
国
人
(
買
主
)

売
買
契
約
に
つ
い
て
、
原
則
と
し
て
当
該
船
舶
の
旗
国
法
(
韓
国
法
)
に
よ
る
意
思
で
あ
る
と
し
た
秋
田
地
決
昭
和
田
六
年
一
月
二
三
日
下

(
日
)

民
二
二
巻
一
・
二
号
五
二
頁
、
⑨
日
本
の
会
社
(
売
主
)
と
米
国
の
会
社
(
買
主
)
の
聞
で
締
結
さ
れ
た
独
占
販
売
契
約
に
つ
い
て
、
日
本

の
法
令
に
従
っ
て
問
題
を
処
理
す
る
と
い
う
暗
黙
の
合
意
が
あ
る
と
し
た
大
阪
地
判
昭
和
四
七
年
三
月
二
八
日
判
タ
二
八
三
号
二
七
七
頁
が

あ
る
。ま
た
、
諸
般
の
事
情
を
総
合
的
に
考
慮
し
た
も
の
と
し
て
は
、
⑩
パ
ナ
マ
の
会
社
(
売
主
)
と
米
国
ミ
シ
ガ
ン
州
の
会
社
(
買
主
)

(ロ)

の
売
買
契
約
に
関
す
る
東
京
地
判
昭
和
三
九
年
二
一
月
一
八
日
判
タ
一
七
二
号
二

O
八
頁
(
売
主
の
営
業
所
が
日
本
に
あ
る
こ
と
、
日
本
所

北法45(5・6)700

の
間



在
の
物
を
目
的
と
し
て
、

日
本
で
契
約
が
締
結
・
履
行
さ
れ
た
こ
と
、

日
本
法
が
準
拠
法
で
あ
る
と
買
主
が
主
張
し
、
売
主
も
こ
れ
を
争
わ

日
本
法
に
よ
る
意
思
で
あ
る
と
判
断
し
た
)
、
⑪
米
国
の
会
社
関
に
お
け
る
航
海
用
燃
料
売
買
契
約
お
よ
び
船
舶
売

(
日
)

買
契
約
に
関
す
る
山
口
地
柳
井
支
判
昭
和
四
二
年
六
月
二
六
日
下
民
一
八
巻
五
・
六
号
七
一
一
頁
(
当
事
者
が
い
ず
れ
も
米
国
の
会
社
で
あ

な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、

る
こ
と
、
契
約
書
が
英
文
で
作
成
さ
れ
た
こ
と
、
米
ド
ル
の
支
払
が
約
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
米
国
法
に
よ
る
意
思
で
あ
る
と
判

断
し
た
)
、
⑫
日
本
の
会
社
(
売
主
)

わが国の判例における契約準拠法の決定一契約類型毎の考察ー

と
米
国
の
会
社
(
買
主
)

(
U
)
 

四
月
一
一
一
一
日
下
民
二
八
巻
一

l
四
号
三
九
九
頁
(
買
主
の
代
表
者
が
来
日
し
て
交
渉
を
行
い
、

日
本
で
契
約
を
締
結
し
た
こ
と
、
買
主
の
連

の
問
で
締
結
さ
れ
た
製
作
物
供
給
契
約
に
関
す
る
東
京
地
判
昭
和
五
二
年

絡
事
務
所
が
東
京
に
あ
り
、

そ
の
責
任
者
が
買
主
の
代
表
者
の
通
訳
な
ど
を
行
っ
た
こ
と
、

日
本
に
お
け
る
製
作
物
の
供
給
契
約
で
あ
り
、

米
国
の
転
売
先
の
技
術
主
任
が
来
日
し
て
、
製
作
に
関
す
る
指
示
を
行
っ
た
こ
と
、
買
主
の
代
表
者
が
来
日
し
て
、
取
抗
の
通
知
を
行
っ
た

こ
と
、
買
主
が
日
本
の
裁
判
所
に
提
訴
し
、
準
備
期
日
お
よ
び
口
頭
弁
論
期
日
に
お
い
て
、

日
本
法
が
準
拠
法
で
あ
る
と
い
う
意
思
を
表
明

し
、
売
主
も
同
様
の
意
思
を
表
明
し
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
準
拠
法
を
日
本
法
と
す
る
黙
示
の
合
意
が
あ
っ
た
と
判
断
し
た
)
、
⑬
英
国
の
会

(
日
)

の
聞
の
売
買
契
約
に
関
す
る
東
京
地
判
平
成
三
年
八
月
二
七
日
判
時
一
四
二
五
号
一

O
O
頁
(
売
主

社
(
売
主
)

と
日
本
の
会
社
(
買
主
)

が
英
国
の
美
術
商
で
あ
り
、
売
買
価
格
も
ポ
ン
ド
建
て
で
、
目
的
物
の
引
渡
し
も
英
国
で
行
わ
れ
、
英
国
と
の
関
連
性
が
他
国
よ
り
も
密
接

で
あ
る
ほ
か
、
当
事
者
が
英
国
法
の
適
用
を
前
提
と
す
る
供
述
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
英
国
法
を
準
拠
法
と
す
る
意
思
を
有
し
て
い
た
も

が
あ
る
。

の
と
推
認
し
た
)

し
か
し
、
売
買
契
約
の
準
拠
法
に
つ
い
て
、
最
も
多
い
の
は
、
法
例
七
条
二
項
に
よ
り
、
行
為
地
法
を
適
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
と
え

北法45(5・7)701

ば
、
⑪
上
海
で
宝
石
類
の
売
買
を
営
ん
で
い
た
ス
ペ
イ
ン
人
(
売
主
)

と
日
本
人
(
買
主
)

の
聞
の
委
託
販
売
契
約
に
つ
い
て
、
契
約
締
結

当
時
に
上
海
共
同
租
界
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
た
法
律
、
す
な
わ
ち
日
本
法
を
行
為
地
法
と
し
て
適
用
し
た
大
阪
地
判
昭
和
三
五
年
四
月
一

(
日
)

一
一
日
下
民
一
一
巻
四
号
八
一
七
頁
、
⑬
日
本
に
お
い
て
継
続
的
に
貿
易
な
ど
の
商
業
取
引
を
行
っ
て
い
た
設
立
準
拠
法
不
詳
の
会
社
(
売
主
)



説

(
買
主
)
の
聞
の
売
買
契
約
に
つ
い
て
、
日
本
法
を
行
為
地
法
と
し
て
適
用
し
た
東
京
地
判
昭
和
三

(

η

)

(

印
出
)

五
年
八
月
九
日
下
民
一
一
巻
八
号
一
六
四
七
頁
お
よ
び
東
京
高
判
昭
和
四
三
年
六
月
二
八
日
高
民
二
一
巻
四
号
三
五
三
頁
、
⑬
日
本
の
会
社

と
ケ
ニ
ア
法
上
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ

と
フ
ィ
リ
ピ
ン
国
法
令
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
組
合
(
買
主
)

(
初
)

約
に
つ
い
て
、
日
本
法
を
行
為
地
法
と
し
て
適
用
し
た
大
阪
地
判
昭
和
三
七
年
一
一
月
一
六
日
判
時
三
三
九
号
三
六
頁
、
⑬
日
本
の
会
社
(
売

主
)
と
米
国
の
会
社
(
買
主
)
の
聞
の
売
買
契
約
に
つ
い
て
、
日
本
法
を
行
為
地
法
と
し
て
適
用
し
た
東
京
地
判
昭
和
五
五
年
九
月
二
九
日

(
幻
)

判
時
九
九
九
号
一
一
三
頁
、
⑮
香
港
の
会
社
(
売
主
)
と
日
本
の
会
社
(
買
主
・
傭
船
者
)
が
口
頭
で
締
結
し
た
船
舶
の
燃
料
供
給
契
約
に

の
間
の
売
買
契

北法45(5・8)702

~b. 
n岡

と
米
国
の
会
社
(
買
主
)

(
印
)

一
日
下
民
一
一
一
巻
四
号
八
二

O
頁
、
⑪
日
本
の
会
社
(
売
主
)

(
売
主
)

の
聞
の
売
買
契
約
に
つ
い
て
、

日
本
法
を
行
為
地
法
と
し
て
適
用
し
た
東
京
地
判
昭
和
三
六
年
四
月
二

(
買
主
)

(
幻
)

為
地
法
と
し
て
適
用
し
た
大
阪
地
判
平
成
二
年
一
二
月
六
日
判
タ
七
六

O
号
二
四
六
頁
が
あ
る
。

日
本
法
を
行
為
地
法
と
し
て
適
用
し
た
高
松
高
決
昭
和
六

O
年
五
月
二
日
判
タ
五
六
一
号
一
五

O
頁

(
H
高
松
高
決
昭
和
六

O
年

(
幻
)

四
月
三

O
日
金
判
七
三

O
号
二
八
頁
)
、
@
ド
イ
ツ
の
会
社
(
売
主
)
と
日
本
人

つ
い
て
、

の
問
の
売
買
契
約
に
つ
い
て
、

ド
イ
ツ
法
を
行

ま
た
、
隔
地
的
な
売
買
契
約
に
つ
い
て
、
法
例
九
条
二
項
に
よ
り
、
申
込
発
信
地
法
な
い
し
申
込
者
の
住
所
地
法
を
適
用
し
た
も
の
と
し

て
、
@
イ
ン
ド
人
(
売
主
)

と
日
本
の
会
社
(
買
主
)

の
問
で
通
信
に
よ
り
締
結
さ
れ
た
売
買
契
約
に
つ
い
て
、
変
更
を
加
え
た
承
諾
、
す

(
泌
)

日
本
法
を
適
用
し
た
大
阪
地
判
大
正
一

O
年
三
月
一
一
日
評
論
一

O
巻
諸
法
九
八
頁
、

な
わ
ち
新
た
な
申
込
が
行
わ
れ
た
地
の
法
と
し
て
、

@
日
本
の
会
社
(
売
主
)

と
米
国
の
会
社
(
買
主
)

の
聞
の
売
買
契
約
に
つ
い
て
、
電
報
に
よ
る
申
込
が
発
信
さ
れ
た
地
の
法
と
し
て
、

日

本
法
を
適
用
し
た
大
阪
地
判
昭
和
三
九
年
一
一
月
一
一
日
判
時
三
九
五
号
四
四
頁
、
@
日
本
法
人

JC 

主

と
米
国
法
人

(
買
主

の
間
の

売
買
契
約
に
つ
い
て
、
電
報
に
よ
る
申
込
が
発
信
さ
れ
た
地
の
法
と
し
て
、

日
本
法
を
適
用
し
た
札
幌
地
判
昭
和
四
九
年
三
月
二
九
日
判
時

七
五

O
号
八
六
頁
が
あ
る
。

さ
ら
に
、
渉
外
的
な
売
買
契
約
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
明
白
な
準
拠
法
の
判
断
は
示
さ
ず
、

日
本
法
に
よ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
一
連
の
判



例
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
@
英
国
会
社
の
日
本
支
庖
ら
し
い
売
主
と
日
本
人
買
主
が
在
英
商
品
(
生
地
天
)

に
関
し
て
締
結
し
た
見
本
売
買

契
約
に
つ
い
て
、
横
浜
貿
易
市
場
で
行
わ
れ
て
い
る
商
慣
習
に
よ
っ
た
も
の
と
推
定
し
た
東
京
控
判
大
正
六
年
一
一
月
二
八
日
新
聞
二
二
六

わが国の判例における契約準拠法の決定一契約類型毎の考察ー

と
ロ
シ
ア
人
(
買
主
)
が
在
外
商
品
(
ア
メ
リ
カ
産
赤
鉄
鉱
結
晶
)
に
つ
い
て
締
結
し
た
売

買
契
約
に
関
す
る
東
京
控
判
大
正
八
年
一

O
月
一
一
一
一
日
新
聞
一
六
四
一
号
一
五
頁
、
@
日
本
の
会
社
間
で
在
米
商
品
に
つ
い
て
締
結
さ
れ
た

(
お
)

売
買
契
約
に
関
す
る
東
京
地
判
昭
和
三
二
年
七
月
=
二
日
下
民
八
巻
七
号
二
三
ハ
六
頁
お
よ
び
東
京
地
判
昭
和
三
四
年
三
月
二
六
日
下
民
一

O
巻
三
号
五
九
四
頁
、
@
日
本
の
会
社
(
売
主
)
と
米
国
の
会
社
(
買
主
)

二
号
二

O
頁
、
@
在
日
の
ス
イ
ス
人
(
売
主
)

の
聞
の
売
買
契
約
に
関
す
る
東
京
地
判
昭
和
三
四
年
一
一
一
月
二

四
日
下
民
一

O
巻
一
二
号
一
一
七

O
一
頁
、
⑫
韓
国
人
に
よ
る
日
本
の
船
舶
の
競
売
申
立
に
関
す
る
広
島
高
決
昭
和
三
八
年
六
月
二
八
日
下
民

一
四
巻
六
号
一
二
九
七
頁
、
@
日
本
の
会
社
(
売
主
)

と
イ
ギ
リ
ス
系
商
社
(
買
主
)

の
聞
の
売
買
契
約
に
関
す
る
東
京
高
判
昭
和
四
四
年

九
月
二
九
日
下
民
二

O
巻
九
・
一

O
号
七
一
六
頁
が
あ
る
。

と
日
本
の
会
社
(
買
主
)

(
お
)

が
電
信
ま
た
は
航
空
便
に
よ
り
締
結
し
た
売
買
契
約
に
関
す
る
神
戸
地
判
昭
和
三
七
年
一
一
月
一

O
日
下
民
一
三
巻
一
一
号
二
二
九
三
頁
、

ま
た
、
隔
地
的
な
売
買
契
約
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
判
例
と
し
て
、
@
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
会
社
(
売
主
)

@
日
本
の
会
社
(
売
主
)

と
外
国
の
会
社
(
買
主
)
が
テ
レ
ッ
ク
ス
の
交
換
に
よ
り
締
結
し
た
建
造
中
の
船
舶
の
売
買
契
約
に
関
す
る
東
京

(
幻
)

地
判
昭
和
六
一
年
五
月
三

O
日
判
時
二
二
二
四
号
一

O
O
頁
が
あ
る
。

以
上
の
概
観
か
ら
、
次
の
よ
う
に
、
売
買
契
約
の
準
拠
法
に
関
す
る
判
例
を
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、
明
一
不
の
準
拠
法
合
意
は
、

契
約
締
結
時
で
あ
る
か
、
紛
争
発
生
後
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
い
な
い
。
①
②
は
、
数
少
な
い
契
約
締
結
時
に
お
け
る

北法45(5・9)703

準
拠
法
合
意
の
例
で
あ
る
が
、

一
方
の
当
事
者
が
外
国
政
府
な
い
し
継
続
的
販
売
契
約
の
売
主
で
あ
り
、
他

(
お
)

方
の
当
事
者
に
対
し
て
、
相
対
的
に
強
い
立
場
に
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
逆
に
、
当
事
者
が
対
等
の
立
場
に
あ
る
売
買
契
約
で
は
、
契
約
締

結
時
に
お
け
る
準
拠
法
の
合
意
が
困
難
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
売
買
契
約
の
当
事
者
が
準
拠
法
の
合
意
に
関
心
を
持
っ
て
い
な

そ
れ
ら
の
事
案
に
お
い
て
は
、



説

い
可
能
性
も
あ
る
。

北法45(5・10)704

吾'h.
a岡

一
方
、
紛
争
発
生
後
に
お
け
る
準
拠
法
合
意
を
認
定
し
た
判
例
が
少
な
い
の
は
、
様
々
な
理
由
が
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
も
憶
測
の
域
を

出
な
い
が
、
川
い
ざ
紛
争
と
な
っ
た
場
合
に
、
意
外
と
準
拠
法
が
争
わ
れ
る
、
間
当
事
者
が
準
拠
法
に
つ
い
て
主
張
・
立
証
を
行
わ
な
い
か

ら
、
あ
え
て
裁
判
所
が
準
拠
法
に
関
す
る
判
断
を
示
さ
な
い
、
同
契
約
が
日
本
で
締
結
さ
れ
た
の
で
、
当
事
者
は
、
あ
え
て
準
拠
法
の
合
意

を
主
張
し
な
く
て
も
、
法
例
七
条
二
項
に
よ
り
日
本
法
が
準
拠
法
に
な
る
、
と
考
え
た
。
し
か
し
、
凶
に
対
し
て
は
、
裁
判
所
は
準
拠
法
に

関
す
る
判
断
を
示
す
義
務
が
あ
る
、
と
い
う
批
判
が
可
能
で
あ
る
し
、
同
に
対
し
て
は
、
裁
判
所
が
黙
示
の
準
拠
法
合
意
を
認
定
し
て
、
契

約
締
結
地
法
以
外
の
法
を
適
用
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
的
安
定
性
の
た
め
に
は
、
当
事
者
は
、
紛
争
発
生
後
で
あ
っ
て
も
、

可
能
な
限
り
、
準
拠
法
の
合
意
を
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
し
、
⑤
⑥
の
判
例
は
、
こ
れ
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
も
の
と
し
て
、
注
目

に
値
す
る
。
な
お
、
こ
れ
に
関
し
て
明
文
の
規
定
を
置
く
立
法
例
と
し
て
は
、

(
鈎
)

際
私
法
一
一
六
条
三
項
が
あ
る
。

E
C
の
契
約
債
務
準
拠
法
条
約
三
条
二
項
お
よ
び
ス
イ
ス
国

そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
が
、
次
の
よ
う
に
、
宗
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一

に
、
不
動
産
の
売
買
契
約
が
不
動
産
所
在
地
法
に
よ
る
、
と
い
う
黙
示
の
意
思
を
認
定
し
た
⑦
は
、
問
題
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
わ
が
国
の
学

(ω) 

説
も
、
同
様
の
結
論
を
支
持
し
て
い
る
し
、

E
C
の
契
約
債
務
準
拠
法
条
約
四
条
三
項
、

つ
ぎ
に
、
黙
示
の
準
拠
法
合
意
が
認
定
さ
れ
た
判
例
も
、

ス
イ
ス
国
際
私
法
一
一
九
条
一
項
、

ハ
ン
ガ
リ
ー

国
際
私
法
二
六
条
一
項
、
旧
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
国
際
私
法
一

O
条
二
項
b
号
な
ど
も
、
当
事
者
に
よ
る
法
選
択
が
な
い
場
合
に
は
、
不
動

(
幻
)

産
に
関
す
る
契
約
一
般
に
つ
い
て
、
不
動
産
所
在
地
法
を
原
則
的
な
準
拠
法
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
船
舶
の
燃
料
油
等
の
売
買
契
約
に
つ

い
て
は
、
原
則
と
し
て
旗
国
法
に
よ
る
意
思
で
あ
る
と
し
た
⑧
、
諸
般
の
事
情
を
総
合
的
に
考
慮
し
た
⑪
、
直
ち
に
行
為
地
法
を
適
用
し
た

⑬
が
対
立
し
て
い
る
。
思
う
に
、
船
舶
そ
れ
自
体
の
売
買
に
関
す
る
⑮
の
事
案
と
異
な
り
、
単
に
船
舶
の
用
に
供
す
る
物
品
の
売
買
に
お
い

て
は
、
船
舶
の
旗
国
が
準
拠
法
の
決
定
に
お
い
て
重
要
と
は
思
わ
れ
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
⑧
の
判
例
は
疑
問
で
あ
る
。
な
お
、
⑨
の
判
例



は
、
独
占
販
売
契
約
に
つ
い
て
、
特
に
理
由
を
示
さ
な
い
ま
ま
、

日
本
法
に
よ
る
旨
の
暗
黙
の
合
意
を
認
定
し
て
お
り
、
不
明
確
さ
を
増
し

て
い
る
。

第
二
に
、
諸
般
の
事
情
を
総
合
的
に
考
慮
し
た
⑩
な
い
し
⑬
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど
は
、
た
と
え
契
約
締
結
時
に
明
示

の
準
拠
法
合
意
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
紛
争
発
生
後
に
は
、
準
拠
法
に
関
す
る
意
思
が
合
致
し
て
お
り
、
準
拠
法
合
意
を
認

定
す
る
こ
と
が
で
き
た
事
例
と
い
え
よ
う
。
あ
る
い
は
、
裁
判
所
は
、
さ
ら
に
根
拠
を
示
す
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
、
そ
の
他
の
事
情
を
列

わが国の判例における契約準拠法の決定一契約類型毎の考察一

挙
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
事
情
が
す
べ
て
準
拠
法
の
決
定
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
疑
問
で
あ
り
、
か

(
M
M
)
 

え
っ
て
法
的
安
定
性
を
害
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
仮
に
特
徴
的
給
付
の
理
論
に
よ
る
な
ら
ば
、
売
買
契
約
に
お
い
て
特
徴
的
な
給
付
を
行

(
お
)

う
べ
き
当
事
者
、
す
な
わ
ち
売
主
の
営
業
所
所
在
地
法
を
基
準
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
じ
結
論
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
な
お
、
⑩
の

事
案
で
は
、

パ
ナ
マ
の
会
社
が
売
主
で
あ
る
が
、
当
該
契
約
の
履
行
は
、

日
本
の
営
業
所
が
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

と
い
う
最
も
多
い
ケ

1
ス
を
見
て
い
く
。
第
一
に
、
対
面
契
約
に
関
す
る
⑬

な
い
し
@
の
ほ
と
ん
ど
は
、
売
主
の
常
居
所
な
い
し
営
業
所
と
契
約
締
結
地
が
一
致
し
て
お
り
、
特
徴
的
給
付
の
理
論
に
よ
っ
て
も
、
同
じ

続
い
て
、
法
例
七
条
二
項
に
よ
り
行
為
地
法
を
適
用
し
た
、

結
論
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
⑬
だ
け
は
、
香
港
の
会
社
(
売
主
)

の
日
本
支
庖
が
履
行
行
為
を
行
っ
た
の
か
ど
う
か
、

と
い
、
っ

点
が
明
ら
か
で
は
な
い
。
第
二
に
、
隔
地
的
な
売
買
契
約
に
関
す
る
@
な
い
し
@
は
、
行
為
地
法
主
義
の
不
都
合
が
全
面
的
に
現
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
@
お
よ
び
@
が
売
主
の
営
業
所
所
在
地
法
を
準
拠
法
と
し
た
の
に
対
し
て
、
@
は
買
主
の
営
業
所
所
在
地
法
を
準
拠
法
と
し
た

結
果
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
@
お
よ
び
@
は
、

た
ま
た
ま
売
主
が
申
込
を
発
信
し
た
だ
け
で
あ
り
、
@
は
、

た
ま
た
ま
買
主
が
変
更
を

北法45(5・11)705 

加
え
た
承
諾
、
す
な
わ
ち
新
た
な
申
込
を
発
信
し
た
、

と
い
う
事
情
が
あ
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。

最
後
に
、
渉
外
的
な
売
買
契
約
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
明
白
な
準
拠
法
判
断
を
一
不
さ
な
か
っ
た
一
連
の
判
例
を
見
て
い
く
。
第
一
に
、
対
面

契
約
に
関
す
る
@
な
い
し
⑮
は
、
い
ず
れ
も
売
主
の
常
居
所
な
い
し
営
業
所
が
日
本
に
あ
り
、
日
本
法
を
適
用
し
た
結
論
に
は
、
問
題
が
な



説

い
で
あ
ろ
う
。
と
く
に
@
お
よ
び
⑮
は
、
当
事
者
双
方
の
常
居
所
な
い
し
営
業
所
が
日
本
に
あ
る
の
に
対
し
て
、
売
買
の
目
的
物
が
外
国
に

と
い
う
事
案
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
目
的
物
は
動
産
で
あ
る
か
ら
、
不
動
産
の
売
買
契
約
に
関
す
る
⑦
と
異
な
り
、
目
的
物
所
在

あ
る
、

論

地
法
の
重
要
性
は
少
な
い
。
ま
た
⑮
は
、
目
的
物
が
日
本
の
船
舶
で
あ
る
こ
と
、

日
本
に
お
け
る
競
売
申
立
事
件
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、

本
法
の
適
用
を
根
拠
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
船
舶
に
関
す
る
契
約
に
つ
い
て
、
旗
国
法
を
指
定
す
る
も
の
と
し
て
、

ハ
ン
ガ
リ
ー

国
際
私
法
二
六
条
一
項
、
競
売
に
つ
い
て
、
競
売
地
法
を
指
定
す
る
も
の
と
し
て
、
同
法
二
七
条
一
項
お
よ
び
オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
際
私
法
四

O
条
が
あ
る
。

第
二
に
、
隔
地
的
な
売
買
契
約
に
関
す
る
@
お
よ
び
⑪
は
、

一
方
が
貫
主
の
営
業
所
所
在
地
法
を
適
用
し
た
の
に
対
し
て
、
他
方
が
売
主

の
営
業
所
所
在
地
法
を
適
用
し
た
結
果
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
特
徴
的
給
付
の
理
論
に
よ
る
な
ら
ば
、
@
は
、
売
主
の
営
業
所
所
在
地

法
で
あ
る
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
法
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。

な
お
、
売
買
契
約
一
般
に
つ
い
て
、
当
事
者
に
よ
る
法
選
択
が
な
い
場
合
、
売
主
の
常
居
所
地
法
な
い
し
営
業
所
所
在
地
法
を
原
則
的
な

準
拠
法
と
す
る
立
法
例
と
し
て
は
、

ス
イ
ス
国
際
私
法
一
一
七
条
三
項

a
号、

ハ
ン
ガ
リ
ー
国
際
私
法
二
五
条

a
号
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア

国
際
私
法
二

O
条
一
号
、

ポ
ー
ラ
ン
ド
国
際
私
法
二
七
条
一
項
一
号
、
旧
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
国
際
私
法
一

O
条
二
項

a
日
す
が
あ
る
。

(
5
)
小
原
喜
雄
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
九
七
号
一
一
一
一
一
頁
参
照
。

(
6
)
奥
田
・
前
掲
書
注

(1)
一
一
六
一
頁
以
下
、
小
原
喜
雄
・
渉
外
判
例
百
選

二
八
六
頁
参
照
。

(
7
)
問
中
徹
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
三
四
七
号
一

O
一
頁
参
照
。

(
8
)
三
ツ
木
正
次
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
三
人

O
号
一
四
二
頁
参
照
。

(
9
)
三
ツ
木
正
次
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
二

O
九
号
九
一
頁
参
照
。

(
第
二
版
)

久
保
田
穣
・
渉
外
判
例
百
選

(
増
補
版
)

二
五

O
頁、

日
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(
叩
)
鳥
居
淳
子
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
七
七
号
八
二
貝
参
照
。

(
日
)
妹
場
準
一
・
渉
外
判
例
百
選
(
第
二
版
)
二
六
頁
、
木
棚
照
一
・
法
律
時
報
一
九
七
三
年
六
月
号
一
七
六
頁
、
畑
口
紘
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
五
三

八
号
一
一

O
頁
、
山
崎
良
子
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
五
六
O
号
一
三
六
頁
参
照
。

(
ロ
)
妹
場
準
一
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
三
九
二
号
一
四
八
頁
参
照
。

(
日
)
谷
川
久
・
渉
外
判
例
百
選
(
第
二
版
)
六
四
頁
、
田
辺
信
彦
・
渉
外
判
例
百
選
(
増
補
版
)
二
二
六
頁
、
川
又
良
也
・
海
事
判
例
百
選
(
増

補
版
)
二
五
四
頁
、
平
塚
真
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
二

O
号
一
二
三
頁
、
山
崎
良
子
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
六
六
号
一

O
三
頁
参
照
。

(
は
)
川
又
良
也
・
渉
外
判
例
百
選
(
第
二
版
)
七

O
頁
、
川
又
良
也
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
六
六
六
号
二
四
八
頁
、
石
黒
一
憲
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
六
六
八
号

一
一
一
一
九
頁
参
照
。

(
日
)
奥
田
安
弘
・
ジ
ユ
リ
ス
ト
一

O
二
O
号
一
七
O
頁
、
野
村
美
明
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
一

O
二
四
号
二
八
七
頁
、
出
口
耕
自
・
私
法
判
例
リ
マ

l
ク

ス
八
号
一
七
八
頁
参
照
。

(
日
)
川
又
良
也
・
渉
外
判
例
百
選
(
第
二
版
)
三

O
頁
、
川
又
良
也
・
渉
外
判
例
百
選
(
増
補
版
)
二
四
頁
、
沢
木
敬
郎
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
一
二
三

号一

O
二
頁
参
照
。

(
口
)
国
友
明
彦
・
渉
外
判
例
百
選
(
第
二
版
)
二

O
八
頁
、
大
原
栄
一
・
渉
外
判
例
百
選
(
増
補
版
)
四
四
頁
、
土
井
輝
生
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
一
一
一

五
口
万
八
四
頁
参
照
。

(
問
)
妹
場
準
一
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
三
三
号
二

O
九
頁
、
焼
場
準
一
・
ジ
ユ
リ
ス
ト
四
三
五
号
二
二
八
頁
、
回
辺
信
彦
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
八
三
号
一

四
八
頁
参
照
。

(
四
)
佐
藤
幸
夫
・
海
事
判
例
百
選
(
増
補
版
)
二

O
O
頁
、
佐
藤
幸
夫
・
神
戸
法
学
雑
誌
二
一
巻
四
号
五
二
六
頁
、
土
井
輝
生
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
二

四
三
号
八
九
頁
参
照
。

(
却
)
五
十
嵐
清
・
渉
外
判
例
百
選
(
増
補
版
)
九
O
頁
、
三
ツ
木
正
次
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
八
九
号
三
O
六
頁
参
照
。

(
幻
)
鈴
木
五
十
三
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
五
八
号
一
五
八
頁
、
小
林
登
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
八
九
号
一

O
六
頁
参
照
。

(
包
)
谷
川
久
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
六
二
号
二
六
O
頁
参
照
。

(
お
)
道
垣
内
正
人
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
九
六
号
一
一
九
頁
参
照
。

(
出
)
田
中
徹
・
渉
外
判
例
百
選
(
第
二
版
)
八
四
頁
、
久
保
岩
太
郎
・
渉
外
判
例
百
選

わが国の判例における契約準拠法の決定一契約類型毎の考察ー

(
増
補
版
)
七
八
頁
参
照
。
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(
お
)
土
井
輝
生
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
九
号
七
三
頁
参
照
。

(
お
)
川
上
太
郎
・
渉
外
判
例
百
選
(
増
補
版
)
五
二
頁
参
照
。

(
幻
)
弥
永
真
生
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
七
一
号
三

O
七
頁
参
照
。

(
お
)
現
に
②
の
事
案
は
、
継
続
的
販
売
契
約
の
終
了
後
も
、
三
年
間
は
競
合
商
品
を
製
造
・
販
売
し
な
い
こ
と
な
ど
を
、
買
主
側
に
義
務
づ
け
る

条
項
が
入
っ
て
い
た
た
め
、
不
公
正
な
取
引
方
法
に
該
当
す
る
事
項
を
内
容
と
す
る
国
際
的
契
約
の
締
結
を
禁
止
し
た
独
禁
法
六
条
一
項
に
違

反
す
る
と
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
条
項
を
削
除
す
る
旨
の
勧
告
審
決
が
下
さ
れ
た
と
こ
ろ
、
名
宛
人
と
な
っ
て
い
な
い
デ
ン
マ
ー
ク
法
人
(
売
主
)

が
取
消
を
求
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。

(却

)
E
C
の
契
約
債
務
準
拠
法
条
約
三
条
二
項
お
よ
び
ス
イ
ス
国
際
私
法
一
一
六
条
三
項
は
、
さ
ら
に
準
拠
法
合
意
の
変
更
も
認
め
て
い
る
。
な
お
、

こ
れ
ら
の
新
た
な
準
拠
法
合
意
お
よ
び
準
拠
法
合
意
の
変
更
は
、
第
三
者
の
権
利
を
害
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

(
E
C
の
契
約
債
務
準
拠
法
条

約
で
は
、
さ
ら
に
契
約
の
方
式
の
有
効
性
も
害
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
)
。
同
様
に
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
際
私
法
一
一
条
三
項
も
、
事
後
的
な
法

選
択
は
第
三
者
の
法
的
地
位
を
害
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る
。

(
叩
)
溜
池
・
前
掲
注

(
2
)
三
五
五
頁
、
浮
木
・
前
掲
注

(
2
)

一
九
O
頁
、
佐
野
・
前
掲
注

(
2
)
四
八
頁
参
照
。

(
剖
)
さ
ら
に
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
国
際
私
法
一
二
条
お
よ
び
ポ
ー
ラ
ン
ド
国
際
私
法
二
五
条
二
項
は
、
当
事
者
に
よ
る
法
選
択
を
認
め
な
い
で
、

常
に
不
動
産
所
在
地
法
を
準
拠
法
と
す
る
。

(
日
記
)
た
と
え
ば
、
⑪
の
判
例
で
は
、
契
約
書
の
使
用
言
語
お
よ
び
支
弘
の
通
貨
、
⑫
の
判
例
で
は
、
契
約
の
交
、
渉
地
、
買
主
の
連
絡
事
務
所
所
在
地
、

目
的
物
の
製
造
地
、
取
庇
の
通
知
方
法
、
⑬
の
判
例
で
は
、
支
払
の
通
貨
な
ど
が
、
重
要
性
の
低
い
事
情
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(お
)
E
C
の
契
約
債
務
準
拠
法
条
約
の
解
釈
と
し
て
は
、

E
ロ
-
5
2・玄白

¥
E何
回
「
己

m
・
p
・
-U宮
司
円
。
ロ
円

znszロ
t
o
ロ
O
ロ
門
町
三
曲
者
同
U
U
E
E
C
-
2
0

門
口
口
同
『
白

n
c
s
-
o
v
-
-四
白

E
C
ロ
ω
・0
』

Z
o
a
n
N
∞N¥]{
山田∞
0

・℃・

ω斗
品

言命
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海
上
物
品
運
送
契
約

渉
外
的
な
海
上
物
品
運
送
契
約
な
い
し
傭
船
契
約
に
お
い
て
は
、
明
示
的
な
準
拠
法
合
意
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
た
と
え
ば
、
①
英

わが国の判例における契約準拠法の決定一契約類型毎の考察一

国
の
船
会
社
に
よ
る
運
送
契
約
に
つ
い
て
、
英
国
法
に
よ
り
解
釈
支
配
さ
れ
る
旨
の
船
荷
証
券
の
約
款
に
よ
っ
て
、
明
示
の
準
拠
法
合
意
を

認
定
し
た
東
京
控
判
明
治
三
九
年
月
日
不
明
(
ワ
)
一
四
号
新
聞
五
一
五
号
八
頁
、
②
英
国
船
の
傭
船
契
約
に
つ
い
て
、
英
国
法
に
よ
り
解

釈
支
配
さ
れ
る
旨
の
約
款
に
よ
っ
て
、
明
示
の
準
拠
法
合
意
を
認
定
し
た
大
阪
控
判
明
治
四

O
年
月
日
不
明
(
子
)
三
四
九
号
新
聞
五
九

O

号
九
頁
、
③
米
国
か
ら
日
本
へ
の
ノ
ル
ウ
ェ
ー
船
に
よ
る
運
送
に
つ
い
て
、

ノ
ル
ウ
ェ
ー
法
に
よ
る
べ
き
旨
の
船
荷
証
券
の
記
載
に
よ
っ
て
、

白

色

(
M
)

明
一
不
の
準
拠
法
合
意
を
認
定
し
た
東
京
控
判
昭
和
一

O
年
一
二
月
一
三
日
評
論
八
五
巻
商
法
二
五

O
頁
、
④
イ
タ
リ
ア
か
ら
リ
ベ
リ
ア
へ
の

運
送
に
つ
い
て
、

日
本
法
が
適
用
さ
れ
る
旨
の
船
荷
証
券
の
約
款
に
よ
っ
て
、
明
一
不
の
準
拠
法
合
意
を
認
定
し
た
東
京
地
判
昭
和
三
八
年
四

月
二

O
日
下
民
一
四
巻
四
号
七
七
二
頁
お
よ
び
東
京
高
判
昭
和
四
四
年
二
月
二
四
日
高
民
二
二
巻
一
号
人

O
頁
(
明
哲
丸
事
件
)
な
ら
び
に

(
お
)

東
京
地
判
昭
和
三
九
年
六
月
二

O
日
判
時
三
人
二
号
四
二
頁
お
よ
び
東
京
高
判
昭
和
田
四
年
一
月
三

O
日
高
民
二
二
巻
一
号
六
二
頁
(
う
め

丸
事
件
)
、
⑤
船
会
社
(
被
告
)

日
本
法
が
適
用
さ
れ

(
お
)

る
旨
の
約
款
が
あ
り
、
結
果
的
に
日
本
法
が
適
用
さ
れ
た
東
京
地
判
昭
和
三
九
年
一
月
一
一
一
一
日
下
民
一
五
巻
一
号
一
二
三
貝
、
⑥
英
国
か
ら

日
本
へ
の
運
送
に
つ
い
て
、
英
国
法
に
よ
り
解
釈
支
配
さ
れ
る
旨
の
船
荷
証
券
の
記
載
に
よ
っ
て
、
明
示
の
準
拠
法
合
意
を
認
定
し
た
神
戸

(
幻
)

地
判
昭
和
四
五
年
四
月
一
四
日
判
タ
二
八
八
号
二
八
一
二
頁
、
⑦
イ
ン
ド
か
ら
日
本
へ
の
運
送
に
つ
い
て
、
イ
ン
ド
法
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
旨

(
お
)

の
船
荷
証
券
の
条
項
に
よ
っ
て
、
明
示
の
準
拠
法
合
意
を
認
定
し
た
神
戸
地
判
昭
和
五
八
年
三
月
二
一

O
日
判
時
一

O
九
二
号
一
一
四
頁
、
⑧

の
主
張
に
よ
る
と
、

イ
ン
ド
か
ら
日
本
へ
の
運
送
に
関
す
る
船
荷
証
券
に
お
い
て
、

北法45(5・15)709 

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
か
ら
韓
国
へ
の
運
送
に
関
す
る
船
荷
証
券
の
約
款
に
よ
り
、

日
本
法
が
準
拠
法
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
当
事
者

聞
に
争
い
の
な
い
事
実
と
し
た
東
京
地
判
平
成
三
年
三
月
一
九
日
判
時
二
二
七
九
号
二
二
四
頁
が
あ
る
。



説

ま
た
、
契
約
当
事
者
聞
に
準
拠
法
の
合
意
が
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
訴
訟
当
事
者
が
争
わ
な
か
っ
た
、

と
認
定
し
た
判
例
も
あ
る
。
た

北法45(5・16)710 

と
え
ば
、
⑨
英
国
の
船
会
社
と
米
国
の
会
社
(
荷
送
人
)

の
問
で
締
結
さ
れ
た
運
送
契
約
の
準
拠
法
を
英
国
法
と
す
る
旨
の
合
意
が
あ
っ
た

言命

こ
と
に
つ
い
て
、
訴
訟
当
事
者
で
あ
る
船
会
社
と
船
荷
証
券
所
持
人
の
聞
で
争
い
が
な
い
と
し
た
東
京
控
判
大
正
九
年
三
月
二
四
日
新
聞
一

(
ぬ
)

六
九
四
号
二

O
頁
、
⑩
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
船
会
社
と
マ
ニ
ラ
在
住
の
外
国
人
と
の
聞
で
締
結
さ
れ
た
傭
船
契
約
の
準
拠
法
を
英
国
法
と
す
る
旨

の
合
意
が
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
訴
訟
当
事
者
で
あ
る
船
会
社
と
船
荷
証
券
所
持
人
の
間
で
争
い
が
な
い
と
し
た
東
京
控
判
昭
和
一

O
年

(ω) 

一
一
一
月
一
三
日
評
論
八
五
巻
商
法
二
五

O
頁
が
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
黙
示
の
準
拠
法
合
意
を
認
定
し
た
判
例
は
、
比
較
的
少
な
い
。
た
と
え
ば
、
⑪
ベ
ル
ギ
ー
か
ら
日
本
へ
の
英
国
船
に
よ

る
運
送
に
つ
い
て
、
船
荷
証
券
に
英
国
法
固
有
語
の
記
載
が
あ
る
事
実
な
ど
か
ら
、
英
国
法
に
よ
る
旨
の
暗
黙
の
合
意
を
認
定
し
た
横
浜
地

(
H
M
)
 

判
大
正
七
年
一

O
月
二
九
日
評
論
八
巻
諸
法
四
頁
、
⑫
日
本
か
ら
米
国
へ
の
運
送
に
関
す
る
船
荷
証
券
に
お
い
て
、

一
九
三
六
年
米
国
海
上

物
品
運
送
法
に
準
拠
す
る
旨
の
約
款
が
あ
る
こ
と
、

お
よ
び
船
荷
証
券
発
行
者
(
運
送
人
)

の
主
た
る
営
業
所
が
米
国
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州

に
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
同
法
が
適
用
さ
れ
る
ほ
か
、
米
国
連
邦
法
及
び
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
法
律
の
適
用
を
受
け
る
意
思
で
あ
る
も
の
と
推
定
」

(
位
)

し
た
東
京
地
判
昭
和
三
六
年
四
月
一
一
一
日
下
民
一
二
巻
四
号
八
二

O
頁
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。

ま
た
、
法
例
七
条
ニ
項
に
よ
り
行
為
地
法
を
適
用
し
た
判
例
も
、
売
買
契
約
に
関
す
る
も
の
と
比
べ
て
、
相
対
的
に
少
な
い
。
た
と
え
ば
、

⑬
米
国
か
ら
日
本
へ
の
海
上
物
品
運
送
に
つ
い
て
、
在
米
日
本
人
間
で
締
結
さ
れ
た
契
約
に
関
す
る
神
戸
地
判
大
正
六
年
九
月
二
ハ
日
新
聞

(
必
)

一
三
二
九
号
二
三
頁
、
⑪
中
華
民
国
法
人
か
ら
リ
ベ
リ
ア
法
人
へ
傭
船
さ
れ
た
船
舶
を
日
本
法
人
へ
再
傭
船
す
る
た
め
に
、
日
本
で
締
結
さ

(
H
H
)
 

れ
た
契
約
に
関
す
る
大
阪
地
判
昭
和
三
六
年
六
月
三

O
日
下
民
一
二
巻
六
号
一
五
五
二
頁
、
⑬
香
港
か
ら
日
本
へ
の
デ
ン
マ
ー
ク
船
に
よ
る

運
送
に
つ
い
て
、
香
港
で
締
結
さ
れ
た
契
約
に
関
す
る
東
京
地
判
昭
和
四
二
年
一

O
月
一
七
日
下
民
一
八
巻
九
・
一

O
号
一

O
O
二
頁
、
⑬

パ
ナ
マ
の
会
社
か
ら
日
本
の
会
社
へ
の
傭
船
契
約
が
日
本
で
締
結
さ
れ
た
事
案
に
関
す
る
高
松
高
決
昭
和
六

O
年
五
月
二
日
判
タ
五
六
一
号



(
必
)

一
五

O
頁

(
H
高
松
高
決
昭
和
六

O
年
四
月
三

O
日
金
判
七
三

O
号
二
八
頁
)
が
あ
る
。

一
方
、
こ
れ
ら
の
判
例
ほ
ど
明
白
で
は
な
い
が
、

お
そ
ら
く
法
例
七
条
二
項
に
よ
り
行
為
地
法
を
適
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
と
し
て

わが国の判例における契約準拠法の決定一契約類型毎の考察一

は
、
次
の
判
例
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
⑪
英
領
イ
ン
ド
か
ら
日
本
へ
の
英
領
イ
ン
ド
会
社
に
よ
る
海
上
運
送
に
お
い
て
、
契
約
締
結
地
法
で

あ
る
英
領
イ
ン
ド
法
を
適
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
当
事
者
間
に
争
い
が
な
い
と
し
た
横
浜
地
判
明
治
四
一
年
一

O
月
二
日
新
聞
五
七
三
号

二
一
頁
、
⑬
英
領
イ
ン
ド
か
ら
日
本
へ
の
海
上
運
送
に
つ
い
て
、
香
港
で
積
み
替
え
ら
れ
た
事
案
に
お
い
て
、
英
領
イ
ン
ド
ま
た
は
香
港
に

関
す
る
事
項
で
あ
る
か
ら
、
「
イ
ギ
リ
ス
海
上
運
送
に
関
す
る
法
規
」
が
適
用
さ
れ
る
と
し
た
横
浜
地
判
明
治
四
二
年
四
月
二
四
日
新
聞
五

七
三
号
一

O
頁
、
⑮
英
国
か
ら
日
本
へ
の
英
国
の
船
会
社
に
よ
る
運
送
に
つ
い
て
、
「
英
国
法
ニ
依
ル
海
上
運
送
契
約
ヲ
締
結
」
し
た
と
認

定
し
た
大
阪
控
判
昭
和
九
年
二
一
月
二
六
日
評
論
二
四
巻
商
法
一

O
九
頁
、
⑫
カ
ナ
ダ
か
ら
臼
本
へ
の
海
上
運
送
契
約
の
準
拠
法
が
カ
ナ
ダ

法
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
保
険
代
位
に
も
と
づ
き
提
訴
し
た
保
険
会
社
が
自
認
し
た
と
す
る
大
阪
高
判
昭
和
三
七
年
四
月
六
日
下
民
二
ニ

(
日
刊
)

巻
四
号
六
五
三
頁
が
あ
る
。
ま
た
、
@
ポ
ル
ト
ガ
ル
領
イ
ン
ド
か
ら
日
本
へ
の
運
送
の
た
め
に
、
パ
ナ
マ
法
人
(
船
主
)
と
日
本
の
商
社
の

聞
で
締
結
さ
れ
た
傭
船
契
約
に
つ
い
て
、
当
事
者
双
方
が
行
為
地
法
で
あ
る
日
本
法
の
適
用
を
主
張
し
た
と
こ
ろ
、
「
準
拠
法
を
日
本
法
と

(U) 

す
る
旨
の
裁
判
上
の
合
意
を
な
し
た
」
と
認
定
し
た
東
京
地
判
昭
和
三
一
年
一
一
月
二
九
日
下
民
七
巻
一
一
号
三
四
コ
二
頁
が
あ
る
。

以
上
の
概
観
に
よ
っ
て
、
次
の
よ
う
に
判
例
を
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、
渉
外
的
な
海
上
物
品
運
送
契
約
に
お
い
て
は
、
明
示

的
な
準
拠
法
合
意
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
と
り
わ
け
船
荷
証
券
が
交
付
さ
れ
た
場
合
に
は
、

ほ
と
ん
ど
の
事
案
に
お
い
て
、
準
拠
法
約

(
①
③
l
⑨
)
。
し
か
も
、
必
ず
運
送
人
の
本
庖
所
在
地
法
が
指
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
傭
船
契
約
に

お
い
て
は
、
船
主
の
本
庖
所
在
地
法
が
指
定
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
(
②
て
そ
れ
以
外
の
法
が
指
定
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
(
⑩
)
。
つ
ぎ
に
、

黙
示
の
準
拠
法
合
意
を
認
定
し
た
判
例
に
お
い
て
も
、
結
局
は
運
送
人
の
本
庖
所
在
地
法
が
適
用
さ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
⑫
は
、
運
送
人

の
主
た
る
営
業
所
が
米
国
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
法
に
よ
る
意
思
を
推
定
し
て
お
り
、
注
目
に
値
す

款
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
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説

一
方
、
法
例
七
条
二
項
に
よ
り
行
為
地
法
を
適
用
し
た
判
例
は
、
必
ず
し
も
運
送
人
の
本
庖
所
在
地
法
の
適
用
と
同
じ
結
果
に
な
ら
な

い
。
と
り
わ
け
三
国
間
運
送
に
関
す
る
⑮
で
は
、
船
積
地
法
が
適
用
さ
れ
、
傭
船
契
約
に
関
す
る
⑬
⑬
@
で
は
、
傭
船
者
の
本
庖
所
在
地
法

る

吾ι
白岡

が
適
用
さ
れ
た
結
果
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
往
航
運
送
に
関
す
る
⑪
⑬
で
は
、
船
積
地
と
一
致
す
る
運
送
人
の
本
庖
所
在
地
法

が
適
用
さ
れ
る
結
果
に
な
っ
て
い
る
。

わ
が
国
の
学
説
に
お
い
て
は
、

と
こ
ろ
で
、

と
り
わ
け
船
荷
証
券
が
発
行
さ
れ
る
箇
品
運
送
契
約
に
つ
い
て
、
運
送
人
の
本
庖
所
在
地
法

(
必
)

と
主
張
す
る
も
の
が
あ
る
。
こ
の
見
解
に
よ
る
な
ら
ば
、
少
な
く
と
も
⑬
は
、
直
ち
に
法
例
七
条
二
項

が
最
も
密
接
な
関
連
の
法
で
あ
る
、

に
よ
る
べ
き
で
は
な
く
、
黙
示
の
意
思
を
探
究
し
て
、
運
送
人
の
本
庖
所
在
地
法
で
あ
る
デ
ン
マ
ー
ク
法
を
適
用
す
べ
き
で
あ
っ
た
こ
と
に

な
る
。
な
お
、
運
送
契
約
に
つ
い
て
明
文
の
規
定
を
置
い
て
い
る
ハ
ン
ガ
リ
ー
国
際
私
法
二
五
条
1

号
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
国
際
私
法
二

O
条
一
二
号
、

ポ
ー
ラ
ン
ド
国
際
私
法
二
七
条
一
項
二
号
、
旧
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
国
際
私
法
一

O
条
二
項

c
号
に
よ
っ
て
も
、
運
送
行
為

は
、
運
送
人
の
主
た
る
営
業
所
に
よ
っ
て
履
行
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
運
送
人
の
本
庖
所
在
地
法
が
原
則
的
な
準
拠
法
に

な
る
。こ

れ
に
対
し
て
、

E
C
の
契
約
債
務
準
拠
法
条
約
は
、
特
徴
的
給
付
の
理
論
に
対
す
る
例
外
規
定
を
置
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
積
込
地
、

荷
揚
地
ま
た
は
荷
送
人
の
主
た
る
営
業
所
所
在
地
の
い
ず
れ
か
と
一
致
す
る
限
り
で
の
み
、
運
送
人
の
主
た
る
営
業
所
所
在
地
国
が
最
も
密

接
な
関
連
を
有
す
る
と
推
定
し
て
い
る

(
四
条
四
項
)
。
こ
れ
に
よ
る
な
ら
ば
、
⑬
は
、

三
国
間
運
送
に
関
す
る
事
案
で
あ
る
か
ら
、
必
ず

し
も
批
判
の
対
象
と
は
な
ら
ず
、
逆
に
⑪
が
問
題
祝
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、

ベ
ル
ギ
ー
か
ら
日
本
へ
の
運
送
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
船
荷
証
券
に
英
国
法
固
有
語
の
記
載
が
あ
る
事
実
な
ど
か
ら
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
運
送
人
の
本
居
所
在
地
法
で
あ
る
英
国
法
を

適
用
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

思
う
に
、
三
国
間
運
送
に
お
い
て
は
、
運
送
人
の
本
庖
所
在
地
国
は
、
必
ず
し
も
契
約
と
最
も
密
接
な
関
連
を
有
す
る
地
と
は
一
吉
え
な
い
。
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そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
船
荷
証
券
に
お
け
る
準
拠
法
約
款
が
運
送
人
の
本
庖
所
在
地
法
を
指
定
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
約
款
が
専

ら
運
送
人
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
る
、
と
い
う
附
合
契
約
の
性
質
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
明
示
の
準
拠
法
約
款
が
な
い
場

合
に
ま
で
、
運
送
人
の
本
庖
所
在
地
法
を
適
用
す
る
必
要
は
な
い
。
し
か
も
、
特
徴
的
給
付
の
理
論
は
、
あ
く
ま
で
も
原
則
的
な
準
拠
法
の

わが国の判例における契約準拠法の決定一契約類型毎の考察ー

決
定
に
利
用
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
例
外
的
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
別
の
法
を
準
拠
法
と
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

E

C
の
契
約
債

務
準
拠
法
条
約
は
、
と
り
わ
け
運
送
契
約
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
例
外
的
ケ

l
ス
が
多
発
す
る
こ
と
を
予
測
し
た
か
ら
こ
そ
、
明
文
の
規

(ω) 

定
に
よ
っ
て
、
特
徴
的
給
付
の
理
論
を
制
限
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
法
例
七
条
の
解
釈
論
と
し
て
も
、
必
ず
し
も

運
送
人
の
本
庖
所
在
地
法
に
よ
る
旨
の
黙
示
の
意
思
を
認
定
す
る
必
要
は
な
く
、
む
し
ろ
三
国
間
運
送
に
お
い
て
は
、
荷
送
人
と
荷
受
人
の

い
ず
れ
が
運
送
契
約
を
締
結
し
た
の
か
、
な
ど
の
事
情
に
よ
っ
て
、
船
積
地
法
ま
た
は
荷
揚
地
法
の
い
ず
れ
か
を
準
拠
法
と
す
べ
き
で
あ
ろ

、っ。
(
災
)
平
塚
奨
・
渉
外
判
例
百
選
(
第
二
版
)
七
八
頁
、
平
塚
真
・
渉
外
判
例
百
選
(
増
補
版
)
一
五
四
頁
参
照
。
上
告
審
で
あ
る
大
判
昭
和
一
一

年
九
月
一
五
日
新
聞
四
O
コ
一
三
号
二
ハ
頁
に
つ
い
て
は
、
溜
池
良
夫
・
渉
外
判
例
百
選
(
第
一
一
版
)
五
八
頁
、
溜
池
良
夫
・
渉
外
判
例
百
選
(
増

補
版
)
五
六
頁
参
照
。

(
お
)
平
塚
真
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
凶
六
五
号
一
一
一
一
四
頁
参
照
。

(
お
)
土
井
輝
生
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
三

O
七
号
一
七
五
頁
参
照
。

(
幻
)
模
回
嘉
章
・
渉
外
判
例
百
選
(
第
二
版
)
一

O
八
頁
、
襖
回
嘉
章
・
渉
外
判
例
百
選
(
増
補
版
)
二
=
一
六
真
、
石
黒
一
憲
・
損
害
保
険
判
例

百
選
二

O
八
頁
、
石
黒
一
憲
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
五
八
O
号
二
二
七
頁
参
照
。

(
お
)
奥
田
安
弘
・
香
川
法
学
四
巻
一
号
一
二
九
頁
、
伊
東
す
み
子
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
二
二
号
一
一
四
頁
参
照
。

(
却
)
上
告
審
と
思
わ
れ
る
大
判
大
正
九
年
一

O
月
六
日
評
論
九
巻
諸
法
四
八
一
頁
に
つ
い
て
、
鳥
居
淳
子
・
渉
外
判
例
百
選
(
第
二
版
)
六
二
頁
、

鳥
居
淳
子
・
渉
外
判
例
百
選
(
増
補
版
)
六
O
頁
参
照
。
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説論

(ω)
前
掲
注
(
担
)
参
照
。

(
引
)
妹
場
準
一
・
渉
外
判
例
百
選

(
必
)
前
掲
注
(
刊
日
)
参
照
。

(
叩
)
西
賢
・
渉
外
判
例
百
選
(
第
二
版
)
六
O
頁
、
西
賢
・
渉
外
判
例
百
選
(
増
補
版
)
五
八
頁
参
照
。

(
叫
)
畑
口
紘
・
渉
外
判
例
百
選
(
第
二
版
)
九
二
頁
、
畑
口
紘
・
渉
外
判
例
百
選
(
増
補
版
)
八
六
頁
、
喜
多
川
篤
典
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
六
三
号

一
一
一
一
頁
参
照
。

(
勾
)
前
掲
注
(
詑
)
参
照
。

(
日
明
)
池
原
季
雄
・
渉
外
判
例
百
選
(
第
二
版
)
五
四
頁
、
池
原
季
雄
・
渉
外
判
例
百
選
(
増
補
版
)
五

O
頁
、
佐
藤
哲
夫
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
七
一

号一

O
二
頁
参
照
。

(
U
)
田
中
徹
・
渉
外
判
例
百
選
(
増
補
版
)
六
六
頁
、
土
井
輝
生
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
二

O
三
号
八
一
頁
参
照
。

(
組
)
妹
場
準
一
・
渉
外
判
例
百
選
(
増
補
版
)
七
一
頁
、
西
賢
・
渉
外
判
例
百
選
(
増
補
版
)
五
九
頁
参
照
。

(
却
)
た
だ
し
、

E

C
の
契
約
債
務
準
拠
法
条
約
の
公
式
報
告
書
は
、
物
口
問
運
送
契
約
の
特
殊
性
(
℃

m
E
-
5
2
5
)
を
考
慮
し
た
、
と
し
か
述
べ
て

い
な
い
。
自
己
5
8
H田
宮
『
含
・
畠
・
円
F
E
Z
(
ω
ω
)
叫
旬

ω斗
印
'
む
し
ろ
、
こ
の
よ
う
な
例
外
規
定
を
置
い
て
い
な
か
っ
た
契
約
・
契
約
外
債
務
準

拠
法
条
約
予
備
草
案
(
一
九
七
二
年
)
四
条
に
対
す
る
批
判
と
し
て
、

r
7己
悶
・
?
ゎ
2
S
5
空
白
豆
町
目
的

H
E
5
Z
S
5巾
〉

3
r
S
8
0ご町市

開
閉
め
り
『
白
常
国
ロ
門
町
内
司
月
E

G

同【口ぽ「口白
2
0
口白
-
Z白コ件目町田町戸釦宅
-
s
h
F
面白色
G
・
O
-
¥ぐ
O

口
出
口
民
自
白
口
口
喝
回
¥
辺
町
『
「
・
国
内
・
-
w
E
『C
勺巾
hH
ロ
可
ユ
〈
hw
円巾同口丹市「口白
e

t
o
ロ白
-
F
白君。同
O
Z
H
間釦
E
O
ロ凹(]戸川
W

叶印
)
-
u
・]{ゆ叶・
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(
増
補
版
)

七
O
頁
参
照
。

四

保
険
契
約

渉
外
的
な
保
険
契
約
と
し
て
最
も
重
要
で
あ
る
の
は
、
海
上
保
険
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
海
上
運
送
に
伴
う
積
荷
の
危
険
に
対
す
る
保

険
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
海
上
保
険
契
約
に
お
い
て
は
、
英
国
法
に
よ
る
べ
き
旨
の
約
款
が
挿
入
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
そ
の
意
味
を
巡



っ
て
争
い
が
あ
る
。

た
と
え
ば
、
①
日
本
か
ら
英
国
へ
運
送
さ
れ
る
貨
物
に
関
す
る
海
上
保
険
契
約
が
、

日
本
の
保
険
会
社
と
外
国
人
の
間
で
締
結
さ
れ
た
事

一
方
で
、
行
為
地
法
で
あ
る
日
本
法
が
準
拠
法
で
あ
る
j

こ
と
は
、
当
事
者
聞
に
争
い
が
な
い
と
し
な
が
ら
、
他
方
で
、
保
険

金
の
支
払
お
よ
び
損
害
の
決
定
に
つ
い
て
は
、
英
国
の
法
令
お
よ
び
慣
習
に
し
た
が
う
べ
き
旨
の
記
載
が
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
事
項
に
つ

案
に
お
い
て
、

わが国の判例における契約準拠法の決定一契約類型毎の考察

い
て
は
、
特
に
英
国
の
法
令
お
よ
び
慣
習
に
よ
る
べ
き
旨
の
合
意
が
成
立
し
て
お
り
、
こ
の
特
約
は
、
わ
が
国
の
公
益
規
定
も
し
く
は
公
序

(
印
)

良
俗
に
反
し
な
い
と
し
た
東
京
控
判
昭
和
七
年
二
一
月
二
七
日
新
開
三
五
三
一
号
一
五
頁
が
あ
る
。
こ
の
判
決
は
、
英
国
法
に
よ
る
べ
き
旨

の
約
款
を
抵
触
法
的
な
指
定
で
は
な
く
、
準
拠
法
で
あ
る
日
本
法
の
強
行
規
定
に
反
し
な
い
限
り
で
の
み
、
英
国
法
を
実
質
法
的
に
指
定
し

(
日
)

た
も
の
と
解
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
②
米
国
か
ら
日
本
へ
運
送
さ
れ
る
貨
物
に
関
す
る
海
上
保
険
契
約
が
、
日
本
の
保
険
会
社
と
荷
受
人
の
間
で
締
結
さ
れ

た
事
案
に
お
い
て
、
本
件
の
「
英
文
保
険
証
券
に
は
準
拠
法
約
款
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

一
切
の
保
険
金
請
求
に
つ
い
て
、
保
険
者
に

填
補
責
任
が
あ
る
か
ど
う
か
及
び
填
補
責
任
が
あ
る
と
す
れ
ば
そ
の
支
払
に
つ
い
て
は
、

イ
ン
グ
ラ
ン
ド

(
以
下
英
国
と
い
う
)

の
法
と
事

実
た
る
慣
習
に
よ
る
」
と
い
う
記
載
が
あ
り
、
「
右
約
款
は
、
保
険
契
約
自
体
の
有
効
性
と
航
海
事
業
の
適
法
性
に
つ
い
て
は
日
本
法
に
準

拠
す
る
が
、
保
険
金
請
求
に
関
す
る
保
険
者
の
填
補
責
任
の
有
無
と
保
険
者
に
填
補
責
任
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
そ
の
決
済
に
つ
い
て
は
、

英
国
の
法
と
事
実
た
る
慣
習
に
準
拠
す
る
趣
旨
で
あ
り
、
か
っ
、
そ
の
よ
う
に
解
す
る
の
が
海
上
保
険
業
界
の
慣
習
で
あ
る
」
と
し
た
東
京

(
臼
)

地
判
昭
和
五
二
年
五
月
三

O
日
判
時
八
八

O
号
七
九
頁
が
あ
る
。
こ
の
判
決
は
、
英
国
法
に
よ
る
べ
き
旨
の
約
款
を
抵
触
法
的
な
指
定
と
解
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し
て
お
り
、
契
約
の
全
体
が
一
つ
の
準
拠
法
に
よ
る
、

填
補
責
任
な
ど
は
英
国
法
に
よ
る
、

と
い
う
準
拠
法
単
一
の
原
則
で
は
な
く
、
契
約
の
有
効
性
な
ど
は
日
本
法
に
よ
り
、

(
日
)

と
い
う
分
割
指
定
を
認
め
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、
こ
の
よ
う
な
英
国
法
に
よ
る
べ
き
旨
の
約
款
は
、

日
本
の
保
険
会
社
だ
け
に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え



説

ば
、
③
イ
ラ
ン
か
ら
日
本
へ
運
送
さ
れ
る
貨
物
に
関
す
る
海
上
保
険
契
約
が
、
ス
イ
ス
の
保
険
会
社
ら
し
い
原
告
と
イ
ラ
ン
の
商
社
ら
し
い

訴
外
会
社
と
の
聞
で
締
結
さ
れ
た
事
案
に
お
い
て
、
原
告
の
主
張
に
よ
る
と
、
英
国
法
に
よ
る
べ
き
旨
の
約
款
が
挿
入
さ
れ
て
い
た
東
京
地

(
M
)
 

判
昭
和
三
四
年
六
月
二
三
日
下
民
一

O
巻
六
号
二
二
二
九
頁
が
あ
る
。
し
か
し
、
④
イ
タ
リ
ア
か
ら
リ
ベ
リ
ア
へ
運
送
さ
れ
る
貨
物
に
関
す

る
海
上
保
険
契
約
が
、
ス
イ
ス
の
保
険
会
社
ら
し
い
原
告
・
控
訴
人
と
リ
ベ
リ
ア
法
人
ら
し
い
訴
外
会
社
の
間
で
締
結
さ
れ
た
事
案
に
お
い
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論

て
、
ス
イ
ス
法
に
準
拠
す
る
旨
が
約
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
訴
訟
当
事
者
で
あ
る
保
険
会
社
と
船
会
社
の
関
で
争
い
が
な
い
と
し
た
東
京

高
判
昭
和
四
四
年
二
月
二
四
日
高
民
二
二
巻
一
号
八

O
頁
も
あ
る
。

ま
た
、
す
べ
て
の
海
上
保
険
契
約
に
お
い
て
、
準
拠
法
約
款
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
た
と
え
ば
、
⑤
日
本
か
ら
ベ
ト
ナ
ム

へ
運
送
さ
れ
る
貨
物
に
関
す
る
海
上
保
険
契
約
が
、
日
本
の
保
険
業
者
と
イ
ン
ド
商
人
の
間
で
締
結
さ
れ
た
事
案
に
お
い
て
、
英
国
法
を
準

拠
法
と
す
る
旨
の
合
意
が
成
立
し
た
証
拠
は
な
い
が
、

一
般
に
英
文
の
保
険
証
券
が
発
行
さ
れ
た
場
合
に
は
、
契
約
の
解
釈
に
つ
い
て
、
英

国
法
の
規
定
お
よ
び
慣
行
に
よ
る
べ
き
旨
の
事
実
た
る
慣
習
が
あ
る
と
し
た
東
京
控
判
昭
和
一
五
年
四
月
二
四
日
新
聞
四
五
八
七
号
二
一
頁

が
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
判
決
は
、
黙
示
的
意
思
の
探
究
と
し
て
、
英
国
法
を
抵
触
法
的
に
指
定
す
る
意
思
を
認
定
し
た
も
の
か
、

(
日
)

と
も
単
な
る
実
質
法
的
指
定
を
認
定
し
た
も
の
か
、
と
い
う
点
が
明
ら
か
で
は
な
い
。

そ
れ

日
本
の
保
険
会
社
と
日
本
の
輸
入
業
者
の
間
で
締
結
さ
れ
た
海
上
保
険
契
約
に
つ
い
て
は
、
あ
た
か
も
渉
外
性
を
否
定
し
た
か

の
よ
う
な
判
決
が
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
⑥
英
国
か
ら
日
本
へ
運
送
さ
れ
る
貨
物
に
関
す
る
海
上
保
険
契
約
に
つ
い
て
、
特
に
理
由
を
示

(
日
)

す
こ
と
な
く
、
日
本
法
が
適
用
さ
れ
る
と
し
た
神
戸
地
判
昭
和
四
五
年
四
月
一
四
日
判
タ
二
八
八
号
二
八
三
頁
、
⑦
イ
ン
ド
か
ら
日
本
へ
運

送
さ
れ
る
貨
物
に
関
す
る
海
上
保
険
契
約
に
つ
い
て
、
契
約
当
事
者
が
い
ず
れ
も
わ
が
国
の
法
人
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
日
本
の
商

(
幻
)

法
が
適
用
さ
れ
る
と
し
た
神
戸
地
判
昭
和
五
八
年
三
月
三

O
日
判
時
一

O
九
二
号
一
一
四
頁
が
あ
る
。

さ
ら
に
、

最
後
に
、

そ
の
他
の
保
険
契
約
に
つ
い
て
は
、
特
に
準
拠
法
判
断
を
示
さ
な
い
ま
ま
、
結
果
的
に
日
本
法
を
適
用
し
た
と
思
わ
れ
る
判
例
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が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
③
英
国
保
険
会
社
の
日
本
支
庖
と
日
本
人
の
間
の
火
災
保
険
契
約
に
関
す
る
大
判
大
正
四
年
一
一
一
月
二
四
日
民
録
二

一
輯
一
二
八
二
頁
、
⑨
外
国
保
険
会
社
の
日
本
支
庖
と
日
本
人
の
聞
の
生
命
保
険
契
約
に
関
す
る
東
京
地
判
昭
和
七
年
七
月
一
五
日
評
論
二

一
巻
商
法
五
六
五
頁
、
⑩
米
国
の
会
社
が
日
本
の
営
業
所
で
一
雇
っ
た
者
に
つ
い
て
の
信
用
保
険
契
約
を
、
米
国
保
険
会
社
の
日
本
支
屈
と
締

結
し
た
事
案
に
関
す
る
最
判
昭
和
三
九
年
一

O
月
一
五
日
民
集
一
八
巻
八
号
一
六
三
七
頁
、
東
京
高
判
昭
和
三
五
年
四
月
九
日
下
民
一
一
巻

(

日

)

(

印

)

四
号
七
六
五
頁
、
東
京
地
判
昭
和
三
一
年
一

O
月
一
五
日
下
民
七
巻
一

O
号
二
九

O
六
頁
、
⑪
外
国
保
険
会
社
の
日
本
支
庖
と
在
日
米
国
人

(ω) 

の
聞
で
締
結
さ
れ
た
ら
し
い
責
任
保
険
契
約
に
関
す
る
東
京
地
判
昭
和
四

O
年
四
月
二
六
日
下
民
一
六
巻
四
号
七
三
九
頁
が
あ
る
。

以
上
の
概
観
に
よ
っ
て
、
次
の
よ
う
に
判
例
を
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、
海
上
保
険
契
約
に
お
い
て
は
、
英
国
法
に
よ
る
べ
き

旨
の
約
款
が
挿
入
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
の
約
款
は
、
保
険
金
の
支
払
な
ど
の
保
険
者
の
填
補
責
任
に
関
す
る
事
項
に
限
定
さ
れ
て
い

の
立
場
で
あ
る
。
し
か
し
、

と
解
さ
れ
る
余
地
が
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
①
の
判
例
は
、
こ

そ
の
根
底
に
は
、
契
約
の
準
拠
法
は
契
約
全
体
に
つ
い
て
一
つ
だ
け
決
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
準
拠

と
い
う
分
割
指
定
を
認
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の

る
こ
と
な
ど
か
ら
、
抵
触
法
的
指
定
で
は
な
く
、
実
質
法
的
指
定
で
あ
る
、

法
単
一
の
原
則
が
あ
る
。
逆
に
、
契
約
の
一
部
に
つ
い
て
の
み
準
拠
法
を
指
定
で
き
る
、

よ
う
な
海
上
保
険
契
約
に
お
け
る
英
国
法
の
指
定
を
実
質
法
的
指
定
で
あ
る
、

と
決
め
つ
け
る
必
要
は
な
く
な
る
。
②
の
判
例
は
、

そ
れ
ほ

ど
明
白
で
は
な
い
が
、
保
険
者
の
填
補
責
任
な
ど
に
つ
い
て
の
み
、
英
国
法
を
指
定
す
る
、

と
が
で
き
る
。
な
お
、

と
い
う
分
割
指
定
を
認
め
た
も
の
と
解
す
る
こ

{
削
山
)

わ
が
国
の
最
近
の
学
説
は
、
分
割
指
定
を
認
め
る
も
の
が
有
力
と
な
っ
て
き
て
お
り
、

E

C
の
契
約
債
務
準
拠
法
条

約
三
条
一
項
も
、
分
割
指
定
を
認
め
る
明
文
の
規
定
を
置
い
て
い
る
。
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つ
ぎ
に
、
②
③
の
判
例
の
よ
う
に
、

一
見
し
た
と
こ
ろ
、
英
国
と
何
の
関
連
も
な
い
よ
う
な
事
案
に
お
い
て
、
英
国
法
を
指
定
す
る
こ
と

が
許
さ
れ
る
の
か
否
か
、

と
い
う
問
題
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

わ
が
国
の
法
例
七
条
一
項
の
解
釈
論
と
し
て
は
、
契
約
と
何
ら
か
の
関
連
を

と
い
う
当
事
者
自
治
の
量
的
制
限
は
否
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
英

有
す
る
法
だ
け
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
、



説

(
臼
)

国
法
の
指
定
を
有
効
と
す
る
見
解
も
あ
る
。

し
か
し
、
海
上
保
険
契
約
に
お
け
る
英
国
法
の
指
定
は
、
様
々
な
理
由
か
ら
根
拠
づ
け
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
「
海
上
保
険
契
約
に
つ
い

論

て
は
、
古
い
伝
統
を
も
ち
、

そ
の
高
度
に
発
達
し
た
海
上
保
険
の
理
論
は
世
界
を
支
配
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
い
い
イ
ギ
リ
ス
法
を
準
拠
法

と
す
る
こ
と
は
か
な
り
合
理
的
で
あ
り
、
契
約
が
海
上
保
険
契
約
で
あ
る
と
い
う
そ
の
こ
と
が
、
そ
の
契
約
を
イ
ギ
リ
ス
法
に
結
び
つ
け
る

(
m
m
)
 

重
要
な
要
素
に
な
る
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
」
と
す
る
見
解
が
あ
る
。
ま
た
、
「
イ
ギ
リ
ス
で
は
古
く
か
ら
海
上
保
険
市
場
が
発
達
し
、

そ
の
法
律
・
約
款
も
世
界
中
に
伝
播
し
て
い
る
か
ら
、
英
文
証
券
・
英
法
準
拠
が
わ
が
国
保
険
会
社
の
発
行
す
る
保
険
証
券
の
利
用
度
を
高

(
似
)

め
る
た
め
に
有
効
と
考
え
ら
れ
る
」
と
い
う
見
解
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
多
く
の
国
の
保
険
会
社
が
英
国
の
ロ
イ
ズ

S

G
フ
ォ
ー
ム
を
使
用
し
(
侃
)

て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
こ
の
英
国
フ
ォ
ー
ム
を
使
用
す
る
以
上
、
英
国
海
上
保
険
法
に
準
拠
し
な
け
れ
ば
意
味
が
な
い
」
と
す
る
見
解
が
あ
る
。

英
国
法
の
選
択
は
、
こ
の
よ
う
に
様
々
な
理
由
か
ら
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
海
上
保
険
契
約
に
お
い
て
は
、
直
接
の
契
約
当

事
者
お
よ
び
運
送
区
間
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
合
理
性
を
持
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
⑤
の
判
例
は
、

一
般
に
英
文
の
保
険
証
券
が
発
行
さ
れ
た
場
合
に
は
、
英
国
法
に
よ
る
べ
き
旨
の
慣
習
が
あ
る
、

と
認
定
し

て
い
る
。
し
か
し
、
明
示
の
準
拠
法
約
款
が
な
い
ケ

l
ス
に
お
い
て
も
、
英
国
法
の
合
意
が
存
在
し
て
い
る
と
言
え
る
か
ど
う
か
は
疑
問
で

あ
る
。
現
に
、
④
の
判
例
は
、
外
国
の
保
険
会
社
に
関
す
る
事
例
で
あ
る
が
、

ス
イ
ス
法
の
合
意
を
認
定
し
て
い
る
し
、
⑥
⑦
の
判
例
に
お

い
て
も
、
お
そ
ら
く
英
文
の
保
険
証
券
が
発
行
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
特
に
英
国
法
に
よ
る
べ
き
旨
の
黙
示
の
合
意
を
認
定
し
て
い

な
い
。
⑥
⑦
の
事
案
に
つ
い
て
は
、
法
例
七
条
二
項
に
よ
る
な
ら
ば
、
契
約
締
結
地
法
と
し
て
、
ま
た
特
徴
的
給
付
の
理
論
に
よ
る
な
ら
ば
、

(
M
W
)
 

特
徴
的
な
給
付
を
行
う
べ
き
保
険
者
の
営
業
所
所
在
地
法
と
し
て
、
日
本
法
を
適
用
し
た
結
論
は
、
妥
当
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
他
の
保
険
契
約
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
外
国
保
険
会
社
の
日
本
支
庖
が
締
結
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
同
じ
く
法
例
七

条
二
項
に
よ
る
な
ら
ば
、
契
約
締
結
地
法
と
し
て
、
ま
た
特
徴
的
給
付
の
理
論
に
よ
る
な
ら
ば
、
特
徴
的
な
給
付
を
行
う
べ
き
保
険
者
の
営

さ
ら
に
、
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日
本
法
を
適
用
し
た
⑧
な
い
し
⑪
の
判
例
の
結
論
は
、
妥
当
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

な
お
、
保
険
契
約
に
つ
い
て
、
当
事
者
に
よ
る
法
選
択
が
な
い
場
合
、
保
険
者
の
営
業
所
所
在
地
法
を
原
則
的
な
準
拠
法
と
す
る
立
法
例

業
所
所
在
地
法
と
し
て
、

と
し
て
は
、

オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
際
私
法
三
八
条
二
項
、

ハ
ン
ガ
リ
ー
国
際
私
法
二
五
条
k
号
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
国
際
私
法
二

O
条
二
二

号
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
国
際
私
法
二
七
条
一
項
三
号
、
旧
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
国
際
私
法
一

O
条
二
項
d
号
が
あ
る
。

わが国の判例における契約準拠法の決定一契約類型毎の考察一

(
印
)
林
脇
ト
シ
子
・
渉
外
判
例
百
選
(
第
二
版
)
八
八
頁
、
林
脇
ト
シ
子
・
渉
外
判
例
百
選
(
増
補
版
)
八
二
頁
参
照
。

(
日
)
同
旨
、
折
茂
豊
『
国
際
私
法
(
各
論
)
〔
新
版
〕
』
(
一
九
七
二
年
・
有
斐
閣
)
一
三

O
頁
。
な
お
、
上
告
審
で
あ
る
大
判
昭
和
一
一
一
一
年
八
月
一
一
一

一
日
新
聞
悶
三
二
三
号
二
ハ
頁
は
、
英
国
法
に
よ
る
べ
き
旨
の
約
款
に
よ
っ
て
、
英
国
法
に
お
け
る
海
上
保
険
証
券
と
同
一
の
効
力
を
有
す
る

に
至
っ
た
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
約
款
を
抵
触
法
的
指
定
と
解
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
実
質
法
的
指
定
と
解
し
て
い
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

(
臼
)
浮
木
敬
郎
・
渉
外
判
例
百
選
(
第
二
版
)
六
八
頁
、
道
垣
内
正
人
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
六
八
七
号
二
三
四
頁
参
照
。

(
日
)
同
旨
、
松
岡
博
『
国
際
取
引
と
国
際
私
法
』
(
一
九
九
三
一
年
・
晃
洋
書
房
)
一
七
四
頁
。

(
日
)
土
井
輝
生
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
二
九
号
七
九
頁
参
照
。

(
日
)
同
旨
、
折
茂
・
前
掲
注
(
日
)
一
三
六
頁
。

(
日
)
前
掲
注
(
幻
)
参
照
。

(
町
)
前
掲
注
(
招
)
参
照
。

(
回
)
田
中
徹
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
八
三
号
九
七
頁
参
照
。

(
印
)
土
井
輝
生
・
ジ
ェ
リ
ス
ト
一
一
一
一
号
六
九
頁
参
照
。

(
伺
)
畑
口
紘
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
三
四
五
号
一
一
一
一
一
頁
参
照
。

(
臼
)
山
田
・
前
掲
注

(
3
)
二
九
九
頁
以
下
、
溜
池
・
前
掲
注

七
四
頁
。

(
臼
)
浮
木
敬
郎
・
渉
外
判
例
百
選
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(
2
)
コ
一
四
四
頁
、

佐
野
・
前
掲
注

(
2
)
四
四
頁
、

松
岡
・
前
掲
注
(
臼
)

(
第
二
版
)
六
八
頁
。



説

(
臼
)
鳥
居
・
前
掲
注

(
4
)
七
五
頁
。

(
臼
)
高
桑
昭
H

江
頭
憲
治
郎
編
『
国
際
取
引
法
』
(
一
九
九
一
年
・
青
林
書
院
)

(
一
九
八
六
年
・
六
法
出
版
社
)
一
二
一
一
一
頁
(
加
藤
修
)
。

(
出
)
小
原
三
佑
嘉
『
新
国
際
取
引
法
の
講
話
』
(
一
九
八
一
年
・
外
国
為
替
貿
易
研
究
会
)
一
一
一
一
一
頁
。

(侃

)
E
C
の
契
約
債
務
準
拠
法
条
約
の
解
釈
と
し
て
は
、

E
E
-
-
E
C
H諸白
E
p
o
u
-
2
J
E
Z
(
ω
ω
)
・司・

ωニ
ス
イ
ス
国
際
私
法
の
解
釈
と
し
て
は
、

回
O
仲
間
円
宮
町
民
円

N
E
B
∞
ロ
ロ
己
巾
印
岡
町
田
巾
円

N
E
U巾
『
島
田
由
回
口
門
巾
『
ロ

mwtcロ
包

冊

目

νコ
〈
釦
門
司
巾
円

F
門
(
【
同

vmー
の
巾
日
間
円

N
)
〈

O

B

H

O

Z

O
〈
巾

B
U
m『
]

石

∞

N

(

]
戸

市

W
∞

ω)
・
ω
]王
∞

同

一
七
八
頁
(
松
田
和
也
)
。
同
旨
、
菊
池
武
編
『
国
際
取
引
法
』

論

五

銀
行
取
引
契
約

銀
行
取
引
に
お
い
て
は
、
定
型
的
な
契
約
書
式
が
利
用
さ
れ
て
い
る
が
、
明
示
の
準
拠
法
条
項
が
挿
入
さ
れ
て
い
た
例
は
見
当
た
ら
な
い
。

判
例
は
、
黙
示
の
意
思
を
推
定
し
た
も
の
、
お
よ
び
法
例
七
条
二
項
に
よ
り
行
為
地
法
を
適
用
し
た
も
の
に
分
か
れ
る
。

ま
ず
、
前
者
の
例
と
し
て
は
、
①
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
法
に
よ
る
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
労
務
出
資
組
合
員
で
あ
る
英
国
人
が
、
イ
ン
ド
銀
行

日
本
支
庖
と
当
座
取
引
契
約
を
締
結
し
た
事
案
に
お
い
て
、
諸
般
の
事
情
を
総
合
的
に
考
慮
し
た
大
阪
高
判
昭
和
三
七
年
一

O
月
一
八
日
下

(

門

別

)

民
一
一
一
一
巻
一

O
号
二

O
九
四
頁
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
川
組
合
員
両
名
は
、
い
ず
れ
も
イ
ン
ド
系
の
英
国
人
で
あ
る
こ
と
、

ω本
件
の

当
座
取
引
契
約
が
組
合
名
義
で
締
結
さ
れ
た
こ
と
、

ωイ
ン
ド
銀
行
日
本
支
庖
は
、
契
約
の
締
結
に
あ
た
り
、
両
名
が
登
録
を
経
た
パ

l
ト

ナ
l
シ
ッ
プ
と
し
て
の
組
合
の
組
合
員
で
あ
る
こ
と
を
組
合
契
約
書
を
提
出
さ
せ
て
確
認
し
て
い
る
こ
と
、
同
本
件
の
取
引
は
、
す
べ
て
英

法
系
の
取
引
慣
行
に
し
た
が
い
、
契
約
に
関
す
る
書
類
は
い
ず
れ
も
英
文
の
も
の
を
用
い
、
か
つ
契
約
書
も
日
本
の
銀
行
の
当
座
取
引
契
約

書
の
形
式
に
従
っ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
同
相
手
方
が
イ
ン
ド
の
銀
行
で
あ
る
こ
と
、
山
間
組
合
員
両
名
は
、
本
件
の
当
座
取
引
契
約
を
締
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結
す
る
に
あ
た
り
、
各
自
が
組
合
を
代
表
す
る
権
限
を
有
す
る
こ
と
、
お
よ
び
組
合
の
取
引
上
の
一
切
の
債
務
に
つ
い
て
連
帯
責
任
を
負
担

す
る
こ
と
を
特
約
し
て
お
り
、
こ
の
特
約
は
、
英
法
系
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
法
理
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
何
ら
異
な
る
と
こ

ろ
が
な
い
こ
と
、
こ
れ
ら
の
事
情
を
考
え
併
せ
る
と
、
「
本
件
取
引
契
約
の
当
事
者
が
右
契
約
を
イ
ギ
リ
ス
法
に
よ
っ
て
な
し
た
の
か
、
イ

ン
ド
法
に
よ
っ
て
な
し
た
の
か
必
ず
し
も
明
白
で
な
い
と
し
て
も
、
少
く
と
も
イ
ギ
リ
ス
法
系
に
属
す
る
契
約
法
理
に
準
拠
し
て
な
し
た
も

の
と
推
認
す
る
を
相
当
と
す
る
」
。

わが国の判例における契約準拠法の決定一契約類型毎の考察ー

こ
れ
に
対
し
て
、
同
じ
く
黙
示
的
意
思
の
推
定
に
よ
り
な
が
ら
、
当
該
取
引
を
担
当
し
た
外
国
銀
行
の
支
庖
所
在
地
法
を
適
用
し
た
判
例

が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
②
日
本
在
住
の
華
僑
と
タ
イ
銀
行
日
本
支
店
の
聞
の
定
期
預
金
契
約
に
つ
い
て
、
諸
般
の
事
情
を
総
合
的
に
考
慮
し

(
侃
)

た
東
京
地
判
昭
和
四
七
年
四
月
一
五
日
下
民
二
三
巻
一

i
四
号
一
八

O
頁
、
東
京
高
判
昭
和
四
九
年
一
二
月
一
九
日
下
民
二
五
巻
九

l
一一一

(

ω

)

(

初
)

号
一

O
四
二
頁
、
最
判
昭
和
五
三
年
四
月
二

O
日
民
集
三
二
巻
三
号
六
一
六
頁
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
本
件
の
定
期
預
金
契
約
は
、
日

本
在
住
の
華
僑
と
タ
イ
銀
行
日
本
支
屈
の
間
で
、

「
円
」
を
対
象
と
し
て
締
結
さ
れ
た
こ
と
、

お
よ
び
日
本
国
内
に
お
い
て

日
本
の
通
貨
の

行
う
一
般
の
銀
行
取
引
と
同
様
に
、
定
型
的
・
画
一
的
に
行
わ
れ
る
附
合
契
約
の
性
質
を
有
す
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
銀
行
の
営
業
所
所
在
地

法
で
あ
る
日
本
法
に
よ
る
意
思
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
地
裁
判
決
に
よ
る
と
、
預
金
証
書
が
英
語
で
作
成
さ
れ
て
い
た
と
い

う
事
情
は
、
英
語
が
国
際
的
な
商
業
用
語
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
重
要
な
意
味
は
な
い
し
、
高
裁
判
決
に
よ
る
と
、

本
件
の
定
期
預
金
契
約
が
香
港
に
お
け
る
華
僑
の
継
続
的
取
引
と
密
接
な
関
連
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
事
情
は
、
契
約
の
動
機
・
縁
由
に
関

一
方
、
最
高
裁
判
決
に
よ
る
と
、
寸
外
国
銀
行
が
わ
が
国
内
に
支
庖
等
を
設
け
て
営
業
を
営
む
場
合
に

主
務
大
臣
の
免
許
を
受
け
る
べ
き
こ
と
、
免
許
を
受
け
た
営
業
所
は
銀
行
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
(
銀
行
法
三
二
条
ご
な
ど
も
、
日
本
法
に

す
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
さ
れ
る
。

よ
る
意
思
を
推
認
さ
せ
る
事
情
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
。

つ
ぎ
に
、
法
例
七
条
二
項
に
よ
り
行
為
地
法
を
適
用
し
た
判
例
と
し
て
は
、
③
韓
国
の
株
式
会
社
と
韓
国
銀
行
日
本
支
店
の
簡
の
無
記
名

北法45(5・27)721 



説

(
行
)

定
期
預
金
契
約
に
関
す
る
東
京
地
判
昭
和
四
二
年
七
月
一
一
日
判
タ
一
二

O
号
二

O
六
頁
、
④
イ
ン
ド
人
と
イ
ン
ド
銀
行
日
本
支
庖
お
よ
び

香
港
支
庖
の
聞
の
当
座
勘
定
取
引
契
約
に
関
す
る
大
阪
地
判
昭
和
五
八
年
九
月
三

O
日
判
タ
五
二
ハ
号
一
三
一
九
頁
が
あ
る
。
と
り
わ
け
前
者

号也
白岡

は
、
「
当
事
者
が
共
に
韓
国
人
で
あ
る
と
い
う
事
実
の
み
で
は
黙
示
意
思
に
よ
り
韓
国
法
を
準
拠
法
と
す
る
旨
の
指
定
が
あ
っ
た
と
み
る
こ

と
は
で
き
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
銀
行
取
引
契
約
の
準
拠
法
に
関
す
る
判
例
は
数
が
少
な
い
の
で
、

そ
こ
か
ら
一
般
的
な
傾
向
を
導
き
出
す
こ
と
は
困
難

で
あ
る
が
、
個
々
の
判
例
に
現
れ
た
論
点
を
整
理
す
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
、
黙
示
の
意
思
を
推
定
し
た
①
の
判

例
と
②
の
判
例
は
、
真
っ
向
か
ら
対
立
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
の
判
例
は
、
事
案
が
た
ま
た
ま
英
国
・
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
・
イ
ン
ド
と
い

う
よ
う
に
、
英
法
系
の
諸
国
と
密
接
な
関
連
を
有
し
て
い
た
の
で
、
そ
れ
ら
の
国
の
共
通
法
と
し
て
「
イ
ギ
リ
ス
法
系
に
属
す
る
契
約
法
理
」

を
準
拠
法
と
し
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
「
イ
ギ
リ
ス
法
系
に
属
す
る
契
約
法
理
」
が
準
拠
法
と
し
て
極
め
て
暖
昧
で
あ
る
、

と
い
う
点
を
除
い
て
も
、

そ
こ
で
考
慮
さ
れ
た
事
情
が
準
拠
法
の
決
定
に
お
い
て
重
要
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
疑
問
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

契
約
に
英
語
が
使
用
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
情
は
、
②
の
地
裁
判
決
が
い
う
よ
う
に
、
英
語
が
国
際
的
な
商
業
用
語
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
重

要
な
意
味
は
な
い
と
思
わ
れ
る
し
、
組
合
員
両
名
の
連
帯
責
任
の
特
約
は
、
組
合
内
部
の
問
題
で
あ
り
、
イ
ン
ド
銀
行
と
い
う
第
三
者
と
の

外
部
関
係
を
決
定
づ
け
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
仮
に
、
本
件
の
当
座
取
引
契
約
が
イ
ン
ド
銀
行
と
イ
ン
ド
人
の
間
で
締
結
さ
れ
た
も
の
で

あ
っ
た
と
し
て
も
、
③
の
判
例
が
い
う
よ
う
に
、
あ
た
か
も
共
通
本
国
法
に
よ
る
か
の
よ
う
な
黙
示
の
意
思
を
認
定
す
る
わ
け
に
は
い
か
な

ぃ
。
な
ぜ
な
ら
、
本
件
の
取
引
は
、
イ
ン
ド
銀
行
の
本
庖
で
は
な
く
、

日
本
支
庖
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

か
つ
銀
行
取
引
は
、

②
の
判
例
が
い
う
よ
う
に
、
定
型
的
・
画
一
的
に
行
わ
れ
る
附
合
契
約
の
性
質
を
有
す
る
か
ら
、

た
ま
た
ま
取
引
の
相
手
方
が
イ
ン
ド
人
な

(η) 

い
し
英
法
系
の
国
民
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
事
情
が
考
慮
さ
れ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
③
④
の
判
例
は
、
法
例
七
条
二
項
に
よ
り
行
為
地
法
を
適
用
し
て
お
り
、
結
果
的
に
銀
行
の
営
業
所
所
在
地
法
の
適
用
と
一
致
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し
て
い
る
が
、

む
し
ろ
端
的
に
営
業
所
所
在
地
法
の
適
用
を
明
言
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
わ
が
国
の
学
説
は
、
②
の
最
高
裁
判
決

と
ほ
ぽ
同
様
に
、

一
般
に
附
合
契
約
は
営
業
所
所
在
地
法
に
よ
る
と
い
う
黙
示
的
意
思
が
あ
り
、

さ
ら
に
銀
行
は
一
般
に
強
度
の
行
政
監
督

に
服
す
る
が
、
特
に
外
国
銀
行
の
日
本
支
庖
は
、
各
営
業
所
毎
に
営
業
免
許
お
よ
び
代
表
者
の
選
任
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
免
許

(
刀
)

地
で
あ
る
営
業
所
所
在
地
法
に
よ
る
、
と
い
う
黙
示
の
意
思
が
あ
る
と
主
張
す
る
。
ま
た
、
特
徴
的
給
付
の
理
論
に
よ
っ
て
も
、
こ
の
よ
う

(
九
)

な
特
徴
的
給
付
を
行
う
銀
行
の
営
業
所
所
在
地
法
が
準
拠
法
に
な
る
。
な
お
、
銀
行
取
引
契
約
に
つ
い
て
、
当
事
者
に
よ
る
法
選
択
が
な
い

わが国の判例における契約準拠法の決定一契約類型毎の考察ー

場
合
、
銀
行
の
営
業
所
所
在
地
法
を
原
則
的
な
準
拠
法
と
す
る
立
法
例
と
し
て
は
、

オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
際
私
法
三
八
条
一
項
お
よ
び
ハ
ン
ガ

リ
l
国
際
私
法
二
五
条
j
号
が
あ
る
。

(
町
)
松
岡
博
・
渉
外
判
例
百
選
(
増
補
版
)
六
八
頁
参
照
。

(
臼
)
西
賢
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
五
四
二
号
一
四
五
頁
、
西
賢
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
五
六
五
号
一
一
一
一
頁
、
山
本
敬
三
・
判
例
評
論
一
七
O
号
一
四
八
頁
参
照
。

(
印
)
三
浦
正
人
・
渉
外
判
例
百
選
(
増
補
版
)
二
三
四
頁
、
木
棚
照
一
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
六
一
五
号
二
二
四
頁
参
照
。

(
叩
)
道
垣
内
正
人
・
渉
外
判
例
百
選
(
第
二
版
)
一

O
四
頁
、
道
垣
内
正
人
・
法
学
協
会
雑
誌
九
七
巻
七
号
一

O
一
O
頁
、
松
岡
博
・
民
商
法
雑

誌
八
O
巻
五
号
三
五
頁
、
松
岡
博
・
判
例
タ
イ
ム
ズ
三
九
O
号
五

O
頁
、
牧
山
市
治
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
六
七
三
号
八
六
頁
、
牧
山
市
治
・
法
曹
時

報
コ
三
一
巻
一
一
号
一
七
二
頁
、
機
回
嘉
章
・
判
例
評
論
二
四
一
号
一
四
四
頁
、
早
田
芳
郎
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
六
九
三
号
二
七

O
頁
、
越
川
純
吉
・

中
京
法
学
二
二
巻
三
号
五
四
頁
、
渋
川
満
・
金
融
法
務
事
情
八
九
五
号
二
ハ
頁
参
照
。

(
九
)
岡
本
善
八
・
渉
外
判
例
百
選
(
第
二
版
)
一

O
六
頁
、
岡
本
善
八
・
渉
外
判
例
百
選
(
増
補
版
)
二
三
八
頁
、
畑
口
紘
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
O

九
号
一
二
四
頁
参
照
。

(η)
松
岡
博
・
渉
外
判
例
百
選
(
増
補
版
)
六
九
頁
参
照
。

(η)
岡
本
善
八
・
渉
外
判
例
百
選
(
増
補
版
)
二
三
八
頁
、
松
岡
博
・
渉
外
判
例
百
選
(
増
補
版
)
六
九
頁
、
畑
口
紘
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
四

O
九
号

一
二
五
頁
、
西
賢
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
五
四
一
一
号
一
四
八
頁
、
山
本
敬
三
・
判
例
評
論
一
七
O
号
一
五

O
頁
参
照
。
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説

(
引
け

)
E
C
の
契
約
債
務
準
拠
法
条
約
の
解
釈
と
し
て
は
、

C
E
s
s
-
E岡
山
『
芦
昌
三
J
S
Z
2
5
-
℃・

ω
記
-

吾'b、
白岡

---'-
/、

消
費
貸
借
契
約

渉
外
的
な
消
費
貸
借
契
約
に
関
す
る
判
例
に
お
い
て
も
、
明
示
の
準
拠
法
合
意
が
認
定
さ
れ
た
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
、
黙

一
不
の
意
思
を
推
定
し
た
も
の
、
法
例
七
条
二
項
に
よ
り
行
為
地
法
を
適
用
し
た
も
の
、

お
よ
び
準
拠
法
判
断
を
一
示
さ
な
い
で
、

日
本
法
を
適

用
し
た
も
の
に
分
か
れ
る
。

ま
ず
、
黙
示
の
意
思
を
推
定
し
た
も
の
と
し
て
は
、
①
在
米
の
日
本
人
間
で
締
結
さ
れ
た
消
費
貸
借
契
約
に
つ
い
て
、
貸
借
成
立
の
日
時

か
つ
借
主
の
住
所
を
日
本
の
住
所
と
し
た
点
を
考
慮
し
て
、

(
お
)

推
認
し
た
甲
府
地
判
大
正
八
年
三
月
三
日
新
聞
一
五
五
七
号
一
九
頁
、
②
日
本
に
お
い
て
、

お
よ
び
返
済
期
日
に
日
本
の
年
号
を
用
い
、

日
本
法
を
準
拠
法
と
す
る
意
思
を

日
本
居
住
者
を

ハ
ワ
イ
居
住
者
を
貸
主
と
し
、

借
主
と
し
て
締
結
し
た
消
費
貸
借
契
約
に
つ
い
て
、

そ
れ
が
日
本
で
事
業
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
こ
と
、

日
本
で
返
済
す
る
約
束

日
本
法
に
よ
る
と
い
う
黙
示
の
意
思
を
推
定
し
た
東
京
地
判
昭
和
四
四
年
三
月
四
日
判
タ
二
三
五
号
二
三
六
頁
、

③
戦
前
に
中
国
に
設
置
さ
れ
た
日
本
の
行
政
機
関
が
、
中
国
人
か
ら
融
資
を
受
け
た
契
約
に
つ
い
て
、
契
約
当
事
者
の
一
方
が
国
の
行
政
機

で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、

関
で
あ
る
場
合
に
は
、
特
段
の
事
情
が
な
い
限
り
、

日
本
法
を
準
拠
法
と
す
る
意
思
で
あ
っ
た
と
す
る
東
京
地
判
昭
和
四
五
年
四
月
八
日
判

タ
二
五
三
号
二
七
九
頁
が
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
行
為
地
法
を
適
用
し
た
も
の
と
し
て
は
、
④
法
例
施
行
前
の
明
治
二
五
年
に
、
在
米
の
日
本
人
間
で
締
結
さ
れ
た
消
費
貸
借
契

(
祁
)

約
に
つ
い
て
、
行
為
地
法
と
し
て
米
国
法
を
適
用
し
た
大
判
大
正
六
年
三
月
一
七
日
民
録
二
三
輯
三
七
八
頁
、
⑤
米
国
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
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に
お
い
て
日
本
人
間
で
締
結
さ
れ
た
消
費
貸
借
契
約
に
つ
い
て
、
法
例
七
条
二
項
に
よ
り
行
為
地
法
を
適
用
し
た
大
判
大
正
七
年
八
月
九
日

新
聞
一
四
七
四
号
一
六
頁
お
よ
び
東
京
控
判
大
正
一

O
年
一
一
月
九
日
新
聞
一
九
二
六
号
一
七
頁
、
⑥
日
本
に
お
い
て
英
国
人
と
日
本
人
の

わが国の判例における契約準拠法の決定一契約類型毎の考察

問
で
締
結
さ
れ
た
消
費
貸
借
契
約
に
つ
い
て
、
契
約
締
結
地
法
と
し
て
日
本
法
を
適
用
し
た
東
京
控
判
大
正
一

O
年
七
月
一
日
新
聞
一
九
一

二
号
二

O
頁
、
⑦
中
華
民
国
駐
日
代
表
団
が
中
華
民
国
人
経
営
の
会
社
お
よ
び
設
立
中
の
会
社
に
対
し
て
行
っ
た
借
款
供
与
に
つ
い
て
、
法

(η) 

例
七
条
二
項
に
よ
り
行
為
地
法
と
し
て
日
本
法
を
適
用
し
た
東
京
高
判
昭
和
三
二
年
七
月
一
八
日
下
民
八
巻
七
号
二
一
八
二
頁
が
あ
る
。
ま

た
、
⑧
中
国
の
天
津
に
お
い
て
日
本
人
間
で
締
結
さ
れ
た
消
費
貸
借
契
約
に
つ
い
て
、
当
然
に
日
本
法
に
よ
る
と
い
う
意
思
が
認
め
ら
れ
な

い
と
し
て
、
原
判
決
を
破
棄
し
た
大
判
大
正
一
一
年
七
月
七
日
新
聞
一
一

O
二
四
号
一
五
頁
が
あ
る
。

さ
ら
に
、
準
拠
法
判
断
を
示
さ
な
い
ま
ま
、

日
本
法
を
適
用
し
た
と
思
わ
れ
る
も
の
と
し
て
、
⑨
終
戦
当
時
、
中
華
民
国
青
島
に
お
い
て
、

在
留
邦
人
か
ら
青
島
総
領
事
に
対
し
て
行
わ
れ
た
貸
付
に
関
す
る
東
京
高
判
昭
和
四
二
年
三
月
二
一

O
日
下
民
一
八
巻
二
了
四
号
二
九
四
頁
が

あ
る
。以
上
の
概
観
に
よ
り
、
次
の
よ
う
な
問
題
点
が
明
ら
か
と
な
る
。
ま
ず
、

ほ
ぽ
同
様
の
事
案
と
思
わ
れ
る
判
例
に
お
い
て
も
、
黙
示
の
意

思
を
推
定
す
る
の
か
、

そ
れ
と
も
法
例
七
条
二
項
に
よ
り
行
為
地
法
を
適
用
す
る
の
か
に
よ
っ
て
、
準
拠
法
が
全
く
異
な
っ
て
い
る
。
た
と

え
ば
、
在
外
日
本
人
間
の
消
費
貸
借
契
約
に
つ
い
て
、
日
本
法
を
適
用
し
た
①
の
判
例
に
対
し
て
、
行
為
地
法
で
あ
る
外
国
法
を
準
拠
法
と

し
た
④
⑤
の
判
例
が
あ
る
。
ま
た
、
準
拠
法
判
断
を
一
不
さ
な
い
ま
ま
、
結
果
的
に
日
本
法
を
適
用
し
た
⑨
の
判
例
は
、
前
者
に
属
す
る
し
、

逆
に
、
当
然
に
日
本
法
に
よ
る
べ
き
で
は
な
い
と
し
た
⑧
の
判
例
は
、
後
者
の
趣
旨
に
解
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
①
の
判
例
は
、
当
事
者
双
方

が
日
本
人
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
日
本
の
年
号
の
使
用
お
よ
び
日
本
の
住
所
の
記
載
が
準
拠
法
の
決
定
に
お

い
て
重
要
で
あ
る
と
も
思
わ
れ
な
い
。
む
し
ろ
行
為
地
法
を
適
用
し
た
④
⑤
の
判
例
の
結
果
は
、
当
事
者
の
常
居
所
地
法
と
一
致
し
て
お
り
、

結
果
と
し
て
妥
当
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
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説

ま
た
③
の
判
例
は
、
日
本
の
行
政
機
聞
が
一
方
の
当
事
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
日
本
法
に
よ
る
と
い
う
黙
示
の
意
思
を
推
定

し
て
い
る
が
、
⑦
の
判
例
は
、
中
華
民
国
駐
日
代
表
団
を
一
方
の
当
事
者
と
す
る
消
費
貸
借
契
約
に
つ
い
て
、
行
為
法
を
適
用
し
て
い
る
。

論

た
と
え
国
や
国
の
行
政
機
関
が
一
方
の
当
事
者
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
内
容
的
に
私
人
間
の
契
約
と
異
な
ら
な
い
場
合
に
は
、
特

(
沌
)

別
な
推
定
を
行
う
べ
き
で
は
な
い
。
む
し
ろ
行
為
地
法
を
適
用
し
た
⑦
の
判
例
の
結
果
は
、
機
関
の
所
在
地
法
お
よ
び
相
手
方
の
常
居
所
地

国也、つに、

法
と
一
致
し
て
お
り
、
結
果
的
に
妥
当
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
②
の
事
案
の
よ
う
に
、
貸
主
の
常
居
所
と
借
主
の
常
居
所
が
相
異
な
る
国
に
あ
る
場
合
に
は
、
ど
ち
ら
の
常
居
所
地
法
を
準

拠
法
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
特
徴
的
給
付
の
理
論
に
よ
る
な
ら
ば
、
貸
主
の
給
付
が
特
徴
的
で
あ
る
か
ら
、
原
則
と
し
て
貸
主
の
常
居
所

(
内
)

地
法
が
準
拠
法
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
貸
付
か
ら
返
済
ま
で
の
す
べ
て
の
履
行
行
為
が
借
主
の
常
居
所
地
国
で
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、

例
外
的
に
借
主
の
常
居
所
地
図
法
を
準
拠
法
と
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
点
で
、
②
の
判
例
は
、
結
果
的
に
妥
当
で
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
。な
お
、
消
費
貸
借
契
約
に
つ
い
て
、
当
事
者
に
よ
る
法
選
択
が
な
い
場
合
、
貸
主
の
常
居
所
地
法
を
原
則
的
な
準
拠
法
と
す
る
立
法
例
と

し
て
は
、

ハ
ン
ガ
リ
ー
国
際
私
法
二
五
条
1
号
お
よ
び
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
国
際
私
法
二

O
条
八
口
す
が
あ
る
。

(
同
)
土
井
輝
生
・
渉
外
判
例
百
選
(
増
補
版
)
七
二
頁
参
照
。

(
花
)
沢
木
敬
郎
・
渉
外
判
例
百
選
(
増
補
版
)
二
八
頁
、
沢
木
敬
郎
・
続
判
例
百
選
二

O
二
頁
参
照
。

(
打
)
林
脇
ト
シ
子
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
六
三
号
六
七
頁
参
照
。

(
河
)
折
茂
・
前
掲
注
(
日
)
一
三
六
頁
も
参
照
。

(
円
)
ス
イ
ス
国
際
私
法
の
解
釈
と
し
て
は
、
四
三
月

ZP-血
-
E
・
。
・
〉
ロ
ヨ
(
ま
)
'
∞

-
E∞
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七

雇
用
契
約

渉
外
的
な
雇
用
契
約
に
お
い
て
も
、
明
示
の
準
拠
法
合
意
が
行
わ
れ
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
。
わ
ず
か
に
、
①
設
立
準
拠
法
不
詳
の
会
社
が

英
国
人
ら
し
い
被
用
者
と
締
結
し
た
雇
用
契
約
に
つ
い
て
、
英
国
法
の
解
釈
に
従
う
べ
き
旨
の
約
定
が
あ
る
と
認
定
し
た
大
判
明
治
四
一
年

一
一
月
二
日
民
録
一
四
輯
一

O
八
五
頁
、
②
欧
州
共
同
体
委
員
会
と
日
本
人
の
問
で
締
結
さ
れ
た
一
雇
用
契
約
に
つ
い
て
、
現
地
職
員
と
の
紛

わが国の判例における契約準拠法の決定一契約類型毎の考察ー

争
お
よ
び
就
業
条
件
は
職
務
遂
行
地
法
に
よ
る
、

と
い
う
旨
の
欧
州
共
同
体
理
事
会
規
則
が
あ
り
、
本
件
契
約
に
適
用
さ
れ
る
欧
州
共
同
体

委
員
会
駐
日
代
表
部
の
就
業
規
則
は
、
こ
れ
に
し
た
が
っ
て
作
成
さ
れ
た
、
と
認
定
し
た
東
京
地
判
昭
和
五
七
年
五
月
一
一
一
一
日
下
民
三
三
巻

(
初
)

五
l
八
号
八
七
五
頁
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
さ
ら
に
、
日
本
法
を
準
拠
法
と
す
る
旨
の
合
意
が
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
当
事
者
聞
に
争
い

が
な
い
と
し
た
判
例
も
、
③
フ
ラ
ン
ス
の
航
空
会
社
の
日
本
支
社
と
日
本
人
の
聞
の
一
雇
用
契
約
に
関
す
る
東
京
地
判
昭
和
四
八
年
二
一
月
二

(
剖
)

一
一
日
判
時
七
二
六
号
二
五
頁
、
東
京
高
判
昭
和
四
九
年
八
月
二
八
日
労
民
二
五
巻
四
・
五
号
三
五
四
頁
、
東
京
地
判
昭
和
五

O
年
二
月
二
八

日
判
時
七
七
二
号
九
五
頁
し
か
見
当
た
ら
な
い
。

つ
ぎ
に
、
黙
示
の
合
意
を
認
定
し
た
判
例
も
、

そ
れ
ほ
ど
多
い
と
は
思
わ
れ
な
い
。
た
と
え
ば
、
④
米
国
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
に
お
い
て
、

同
州
法
人
と
米
国
人
の
問
で
締
結
さ
れ
た
労
働
契
約
に
つ
い
て
、
こ
れ
に
よ
る
と
、

日
本
の
航
空
会
社
に
派
遣
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た

が
、
一
雇
用
条
件
に
つ
い
て
、
米
国
以
外
の
政
府
の
管
轄
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
、
被
用
者
が
本
籍
を
米
国
内
に
置
く
こ
と
を
拘
束
的
条
件
と
し

て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
法
を
準
拠
法
と
す
る
意
思
を
認
定
し
た
東
京
地
決
昭
和
田

O
年
四
月
二
六
日
労
民
一
六
巻
二

(
m
U
)
 

号
三

O
八
頁
、
⑤
米
国
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
に
お
い
て
、

ニ
ュ

i
ジ
ャ
ー
ジ
ー
州
法
人
と
米
国
人
の
間
で
英
語
に
よ
り
締
結
さ
れ
た
雇
用
契
約

に
つ
い
て
、
こ
れ
に
よ
る
と
、
被
用
者
は
日
本
支
社
の
ゼ
ネ
ラ
ル
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
と
い
う
監
督
的
地
位
に
お
い
て
勤
務
す
る
こ
と
に
な
っ

て
い
た
が
、
報
酬
そ
の
他
の
諸
手
当
が
ド
ル
で
表
示
さ
れ
、

そ
の
一
部
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
支
払
わ
れ
る
旨
の
約
定
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
か
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説

ら
、
ア
メ
リ
カ
連
邦
法
お
よ
び
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
法
を
準
拠
法
と
す
る
意
思
で
あ
っ
た
と
認
定
し
た
東
京
地
判
昭
和
四
二
年
八
月
九
日
労
民

(
お
)

一
八
巻
四
号
八
七
二
頁

(
H
東
京
地
判
昭
和
四
二
年
七
月
九
日
判
タ
一
二

O
号
一
七
四
頁
)
お
よ
び
東
京
地
判
昭
和
田
四
年
五
月
一
四
日
下

(
制
)

民
二

O
巻
五
・
六
号
三
四
二
頁
、
⑥
米
国
会
社
の
日
本
営
業
所
に
勤
務
す
る
日
本
人
の
雇
用
契
約
に
つ
い
て
、
同
会
社
は
、
日
本
の
商
法
四

論

七
九
条
に
よ
り
、

日
本
に
お
け
る
代
表
者
お
よ
び
営
業
所
を
定
め
、

そ
の
登
記
を
行
っ
て
い
る
か
ら
、
日
本
法
に
よ
る
意
思
が
推
認
さ
れ
る

(
お
)

と
し
た
東
京
高
判
昭
和
五
七
年
七
月
一
九
日
労
民
三
三
巻
四
号
六
七
三
頁
、
⑦
英
国
に
お
い
て
、
英
国
法
人
と
英
国
人
の
問
で
締
結
さ
れ
た

雇
用
契
約
に
つ
い
て
、

日
本
の
労
働
基
準
法
に
従
っ
た
解
雇
予
告
手
当
が
支
払
わ
れ
た
こ
と
、
被
用
者
の
職
種
が
東
京
事
務
所
の
代
表
者
で

あ
っ
て
、
労
務
提
供
地
の
み
が
予
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
契
約
が
英
国
で
締
結
さ
れ
た
の
は
、
被
用
者
が
た
ま
た
ま
所
用
で
ロ
ン
ド
ン
を
訪

問
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
こ
と
、
こ
れ
ら
の
事
情
か
ら
、
日
本
法
を
準
拠
法
と
す
る
意
思
を
推
認
し
た
東
京
地
決
昭
和
六
三
年
二
一
月
五
日

(
お
)

労
民
三
九
巻
六
号
六
五
人
頁
が
あ
る
。

さ
ら
に
、
法
例
七
条
二
項
に
よ
り
行
為
地
法
の
適
用
を
明
言
し
た
判
例
も
、
き
わ
め
て
少
な
い
。
た
と
え
ば
、
⑧
米
国
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア

州
に
お
い
て
、
同
州
法
人
と
米
国
人
の
問
で
締
結
さ
れ
た
、
極
東
方
面
の
セ
ー
ル
ス
マ
ン
と
し
て
雇
用
す
る
旨
の
契
約
に
関
す
る
東
京
地
判

(
幻
)

昭
和
三
四
年
六
月
一
一
日
下
民
一

O
巻
六
号
二
一

O
四
頁
、
⑨
中
華
民
国
政
府
の
許
可
を
受
け
、
日
本
法
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
教
育
機
関
が
、

(∞∞) 

日
本
に
お
い
て
在
日
中
華
民
国
人
と
締
結
し
た
雇
用
契
約
に
関
す
る
東
京
地
決
昭
和
五
八
年
三
月
一
五
日
判
時
一

O
七
五
号
一
五
八
頁
が
あ

る
に
す
ぎ
な
い
。

最
も
多
い
の
は
、
準
拠
法
に
関
す
る
明
確
な
判
断
を
一
亦
さ
な
い
ま
ま
、

日
本
法
を
適
用
し
た
と
思
わ
れ
る
判
例
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
判

例
は
無
数
に
あ
る
が
、
た
と
え
ば
、
⑩
パ
ナ
マ
会
社
の
日
本
営
業
所
に
勤
務
す
る
日
本
人
被
用
者
の
解
雇
に
関
す
る
東
京
地
決
昭
和
三
一
年

七
月
五
日
労
民
七
巻
六
号
一

O
四
四
頁
、
。
日
本
の
会
社
の
米
国
に
お
け
る
営
業
活
動
お
よ
び
現
地
法
人
設
立
の
た
め
に
、
米
国
へ
派
遣
さ

れ
た
日
本
人
被
用
者
の
滞
米
中
の
給
与
等
の
支
払
義
務
に
関
す
る
東
京
地
判
昭
和
四
三
年
二
一
月
一
四
日
判
時
五
四
八
号
九
七
頁
、
⑫
ベ
ト

北j去45(5・34)728



ナ
ム
勤
務
中
の
日
本
会
社
被
用
者
の
無
断
帰
国
を
理
由
と
し
た
解
一
濯
に
関
す
る
東
京
地
判
昭
和
田
四
年
四
月
三

O
日
労
民
二

O
巻
二
号
三
八

四
頁
、
⑬
米
国
ニ
ュ

l
ジ
ャ
ー
ジ
ー
州
法
人
の
日
本
支
庖
勤
務
の
日
本
人
被
用
者
に
よ
る
退
職
金
放
棄
に
関
す
る
東
京
高
判
昭
和
四
四
年
八

(

何

回

)

(

鈎

)

月
二
一
日
判
時
五
六
八
号
八
五
頁
お
よ
び
最
判
昭
和
四
八
年
一
月
一
九
日
民
集
二
七
巻
一
号
二
七
頁
、
⑪
米
国
会
社
に
よ
る
日
本
人
被
用
者

の
解
雇
に
関
す
る
東
京
地
判
昭
和
五

O
年
三
月
二
八
日
判
時
七
八
六
号
八
九
頁
、
⑬
米
国
会
社
の
日
本
支
庖
に
勤
務
す
る
日
本
人
被
用
者
の

わが国の半Ij例における契約準拠法の決定一契約類型毎の考察一

囲
内
転
任
禁
止
の
仮
処
分
申
請
に
関
す
る
千
葉
地
佐
倉
支
決
昭
和
五
四
年
五
月
三

O
日
労
判
三
二
五
号
四
一
頁
、
⑬
英
国
国
営
会
社
の
日
本

営
業
所
に
勤
務
す
る
日
本
人
被
用
者
の
解
雇
に
関
す
る
東
京
地
判
昭
和
五
四
年
一
一
月
二
九
日
労
民
三

O
巻
六
号
一
一
三
七
頁
、
⑫
シ
ン
ガ

ポ
ー
ル
会
社
の
日
本
支
応
に
勤
務
す
る
日
本
人
被
用
者
の
解
雇
に
関
す
る
東
京
地
判
昭
和
五
五
年
二
月
二
九
日
労
判
三
三
七
号
四
三
頁
、
⑬

日
本
の
会
社
か
ら
タ
イ
の
子
会
社
へ
出
向
し
た
日
本
人
被
用
者
に
対
す
る
親
会
社
の
賃
金
支
払
義
務
に
関
す
る
大
阪
高
判
昭
和
五
五
年
三
月

(
引
)

二
八
日
判
時
九
六
七
号
一
一
二
頁
、
⑬
米
国
会
社
の
日
本
支
庖
に
勤
務
す
る
日
本
人
被
用
者
に
対
す
る
解
雇
予
告
に
関
す
る
千
葉
地
佐
倉
支

決
昭
和
五
七
年
四
月
二
八
日
判
時
一

O
四
七
号
一
五
回
頁
、
@
日
本
会
社
の
米
国
に
お
け
る
業
務
の
統
括
責
任
者
と
し
て
雇
用
さ
れ
た
、
米

(
m出
)

国
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
在
住
の
日
本
人
被
用
者
の
解
雇
に
関
す
る
大
阪
地
判
昭
和
五
七
年
七
月
二
六
日
労
判
三
九
一
号
三
三
頁
、
@
E
C
の

現
地
職
員
の
地
位
保
全
等
に
関
す
る
東
京
高
判
昭
和
五
八
年
二
一
月
一
四
日
労
民
三
四
巻
五
・
六
号
九
二
二
頁
、
⑫
フ
ラ
ン
ス
会
社
の
日
本

営
業
所
に
勤
務
す
る
日
本
人
被
用
者
の
解
雇
一
に
関
す
る
東
京
地
判
昭
和
五
九
年
一
月
二
七
日
判
時
一
一

O
六
号
一
四
七
頁
、
@
米
国
ニ
ュ

i

日
本
の
会
社
と
米
国
人
の
聞
で
締
結
さ
れ
た
、
日
本
で
勤
務
す
る
旨
の
雇
用
契
約
に
関
す
る
東
京
地
判
昭
和
五
九
年

ヨ
ー
ク
州
に
お
い
て
、

五
月
二
九
日
労
判
四
一
一
一
一
号
五
七
頁
、
@
ス
イ
ス
会
社
の
日
本
支
庖
で
勤
務
す
る
日
本
人
被
用
者
の
解
一
一
雇
に
関
す
る
東
京
地
判
昭
和
五
九
年

五
月
三

O
日
労
判
四
三
三
号
二
二
頁
、
@
米
国
銀
行
の
日
本
支
庖
に
勤
務
す
る
日
本
人
被
用
者
の
雇
用
契
約
に
関
す
る
大
阪
地
決
平
成
三
年

四
月
一
一
一
日
判
タ
七
六
八
号
一
二
八
頁
が
あ
る
。
な
お
、
@
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
法
人
の
東
京
事
務
所
に
勤
務
す
る
日
本
人
被
用
者
の
解
雇
一
に

サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
法
に
よ
っ
て
も
同
じ
結
論
に
な
る
と
し
た
東
京
地
決
平
成
四
年
三
月
四
日
労
判
六

つ
い
て
、

日
本
法
を
適
用
し
な
が
ら
、
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説

一
七
号
七
五
頁
が
あ
る
。

以
上
の
概
観
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
判
例
を
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、
渉
外
的
な
一
雇
用
契
約
に
お
い
て
、
明
示
の
準
拠
法
合
意

言命

が
行
わ
れ
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
。
事
案
が
不
明
確
で
あ
る
①
の
判
例
は
と
も
か
く
も
、
②
③
の
判
例
の
よ
う
に
、
欧
州
共
同
体
委
員
会
駐
日

代
表
部
や
外
国
航
空
会
社
の
現
地
採
用
職
員
の
雇
用
契
約
は
、
使
用
者
の
特
性
に
よ
る
例
外
的
な
ケ

l
ス
に
属
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
明
示
の

準
拠
法
合
意
が
少
な
い
理
由
は
、
憶
測
の
域
を
出
な
い
が
、
幾
っ
か
考
え
ら
れ
る
。
第
一
に
、
②
③
の
判
例
の
よ
う
に
、
明
示
の
準
拠
法
合

意
に
よ
る
採
用
地
法
の
適
用
は
、
法
例
七
条
二
項
に
よ
る
行
為
地
法
す
な
わ
ち
契
約
締
結
地
法
の
適
用
と
一
致
す
る
こ
と
に
な
り
、
明
示
の

準
拠
法
合
意
が
な
く
て
も
、
結
果
は
同
じ
こ
と
に
な
る
。
第
二
に
、
仮
に
会
社
の
本
庖
所
在
地
法
を
指
定
す
る
合
意
を
行
っ
た
と
し
て
も
、

労
務
給
付
地
の
強
行
法
で
あ
る
労
働
法
な
ど
の
適
用
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
明
示
の
準
拠
法
合
意
を

行
う
こ
と
の
意
味
は
、
あ
ま
り
多
く
な
い
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

後
者
の
点
に
つ
い
て
は
、
「
法
例
第
七
条
の
採
用
し
た
準
拠
法
選
定
自
由
の
原
則
は
属
地
的
に
限
定
さ
れ
た
効
力
を
有
す
る
公
序
と
し
て

の
労
働
法
に
よ
っ
て
制
約
を
受
け
る
」
と
し
た
④
の
判
例
が
あ
る
一
方
で
、
「
法
例
七
条
に
い
う
準
拠
法
指
定
自
由
の
原
則
に
よ
り
一
旦
外

国
法
を
適
用
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
場
合
に
、
継
続
的
労
務
給
付
地
が
日
本
で
あ
り
、

日
本
に
独
自
の
強
行
法
規
た
る
労
働
法
規
が
あ
る
と

い
う
一
般
的
な
理
由
に
も
と
づ
き
法
例
三

O
条
を
根
拠
と
し
て
法
例
七
条
の
適
用
を
排
斥
す
べ
き
で
は
な
い
」
と
し
た
⑤
の
判
例
(
東
京
地

わ
が
国
の
判
例
を
見
る
か
ぎ
り
で
は
、

判
昭
和
四
四
年
五
月
一
回
目
。
同
旨
、
東
京
地
判
昭
和
四
二
年
八
月
九
日
)

が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

外
国
会
社
の
本
庖
所
在
地
法
を
準
拠
法
と
す
る
合
意
が
、
実
質
上
無
意
味
で
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
し
か
し
、
わ
が
国
の
学
説
に
お
い
て

(

m

m

)

(

似
)

は
、
公
法
の
属
地
的
適
用
の
理
論
に
よ
り
、
あ
る
い
は
強
行
法
規
の
特
別
連
結
の
理
論
に
よ
り
、
労
務
給
付
地
が
わ
が
国
で
あ
る
場
合
、
労

(
M山
)

働
契
約
の
準
拠
法
が
外
国
法
で
あ
っ
て
も
、
わ
が
国
の
労
働
法
を
適
用
す
べ
き
で
あ
る
、
と
す
る
見
解
が
有
力
で
あ
る
。
ま
た
、

E

C
の
契

約
債
務
準
拠
法
条
約
も
、
労
働
契
約
に
お
け
る
準
拠
法
合
意
に
つ
い
て
、
労
務
給
付
地
法
な
ど
の
強
行
規
定
に
よ
り
、
労
働
者
に
与
え
ら
れ

北法45(5・36)730 



た
保
護
を
奪
う
結
果
に
な
っ
て
は
な
ら
な
い
、

と
規
定
し
て
い
る

(
%
)
 

六
条
一
項
)
。

つ
ぎ
に
、
黙
示
の
準
拠
法
合
意
を
認
定
し
た
判
例
も
、
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
が
、
次
の
よ
う
な
問
題
点
を
提
起
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

④
⑤
⑦
の
判
例
は
、
い
ず
れ
も
外
国
に
お
い
て
、
外
国
の
会
社
と
外
国
人
の
間
で
締
結
さ
れ
た
雇
用
契
約
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
④

⑤
の
判
例
が
契
約
締
結
地
法
の
適
用
と
同
じ
結
果
に
な
っ
た
の
に
対
し
て
、
⑦
の
判
例
は
、
労
務
給
付
地
法
で
あ
る
日
本
法
を
適
用
す
る
結

来
に
な
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
後
者
に
お
い
て
も
、

お
よ
び
英
国

日
本
の
労
働
基
準
法
に
従
っ
た
解
雇
予
告
手
当
が
支
払
わ
れ
た
こ
と
、

わが国の判例における契約準拠法の決定一契約類型毎の考察ー

に
お
け
る
契
約
締
結
が
偶
然
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
併
せ
て
考
慮
さ
れ
て
い
る
が
、
④
⑤
⑦
の
判
例
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
労
務
給
付
地

が
日
本
に
限
定
さ
れ
て
い
た
点
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
④
の
判
例
が
い
う
よ
う
な
、
被
用
者
が
本
籍
を
米
国
内
に
置
く
こ
と
を
拘
束
的

条
件
と
し
て
い
た
こ
と
、
ま
た
⑤
の
判
例
が
い
う
よ
う
な
、
報
酬
な
ど
が
ド
ル
で
表
示
さ
れ
、
そ
の
一
部
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
支
払
わ
れ
る

旨
の
約
定
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
は
、
準
拠
法
の
決
定
に
お
い
て
重
要
で
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
ま
た
、
⑥
の
判
例
は
、
外
国
会
社
の
日
本

営
業
所
に
勤
務
す
る
日
本
人
の
一
雇
用
契
約
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
日
本
法
の
適
用
は
、
契
約
締
結
地
法
お
よ
び
労
務
給
付
地
法
の
い
ず
れ

と
も
一
致
す
る
結
果
に
な
っ
て
い
る
が
、
商
法
四
七
九
条
に
よ
る
外
国
会
社
と
し
て
の
登
記
は
、
こ
れ
ま
た
準
拠
法
の
決
定
に
お
い
て
重
要

E

C
の
契
約
債
務
準
拠
法
条
約
は
、
当
事
者
に
よ
る
法
選
択
が
な
く
、
か
つ
労
働
者
が
通
常
、

(
貯
)

(
六
条
二
項

a
号
)
。

で
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
な
お
、

国
で

労
働
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
、

そ
の
労
務
の
給
付
地
法
を
準
拠
法
と
す
る

そ
の
適
用
結
果
を
見
て
お
く
と
、
⑨

の
判
例
は
、
労
務
給
付
地
法
の
適
用
と
一
致
し
て
お
り
、
問
題
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
③
の
判
例
で
は
、
労
務
給
付
地
が
数

さ
ら
に
、
法
例
七
条
二
項
に
よ
り
行
為
地
法
の
適
用
を
明
言
し
た
判
例
も
、
き
わ
め
て
少
な
い
が
、

北法45(5・37)731

カ
国
に
ま
た
が
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
り
、
契
約
締
結
地
法
の
適
用
は
、
結
果
的
に
妥
当
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、

E

C
の
契
約
債

務
準
拠
法
条
約
は
、
労
働
者
が
通
常
、
複
数
回
で
労
働
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
使
用
者
の
営
業
所
所
在
地
法
を
準
拠
法
と

(
m
m
)
 

(
六
条
二
項
b
号
)
。

し
て
い
る



説

最
後
に
、
準
拠
法
に
関
す
る
明
確
な
判
断
を
示
さ
な
い
ま
ま
、

日
本
法
を
適
用
し
た
と
思
わ
れ
る
判
例
を
ま
と
め
て
み
る
。
第
一
に
、
こ

れ
ら
の
判
例
の
中
で
、
最
も
多
い
の
は
、
外
国
会
社
の
在
日
営
業
所
に
お
い
て
現
地
採
用
さ
れ
た
日
本
人
の
雇
用
契
約
に
関
す
る
も
の
で
あ

雪ム
ロ岡

る
。
す
な
わ
ち
、
⑩
⑬
l
⑪
⑬
@
@
@
l
@
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
ケ
l
ス
で
は
、
通
常
の
労
務
給
付
地
が
日
本
に
限
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、

日
本
法
の
適
用
は
結
果
的
に
妥
当
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
⑬
の
最
高
裁
判
決
で
は
、
使
用
者
が
外
国
の
会
社
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
べ
き

で
あ
る
、

と
い
う
旨
の
少
数
意
見
が
あ
る
し
、
@
の
判
例
で
は
、
使
用
者
の
本
拠
地
法
で
あ
る
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
法
に
よ
っ
て
も
、
適
用
結

果
が
日
本
法
と
異
な
ら
な
い
こ
と
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
原
則
と
し
て
、
現
地
採
用
の
被
用
者
に
つ
い
て
は
、
使
用
者
が
外

(ω) 

と
思
わ
れ
る
。

国
会
社
で
あ
る
か
ど
う
か
を
考
慮
す
る
必
要
は
な
い
、

第
二
に
、

も
と
も
と
日
本
の
会
社
に
勤
務
し
て
い
た
日
本
人
が
外
国
へ
派
遣
さ
れ
た
た
め
に
、
渉
外
的
要
素
が
発
生
し
た
事
案
が
数
件
あ

る
。
す
な
わ
ち
⑪
⑫
⑬
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
外
国
派
遣
と
い
っ
て
も
、
単
な
る
出
張
か
ら
、
在
外
支
庖
に
お
け
る
継
続
的
勤
務
、

さ
ら
に

は
海
外
の
子
会
社
へ
の
出
向
な
ど
、
様
々
な
形
態
が
あ
る
。
し
か
し
、
当
初
か
ら
特
定
の
外
国
に
お
け
る
勤
務
を
条
件
と
し
て
、
雇
用
契
約

そ
れ
以
外
の
場
合
に
は
、
数
年
以
内
に
日
本
へ
帰
国
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
お
り
、
通
常
の
労
務
給

(
削
)

付
地
は
依
然
と
し
て
日
本
に
あ
る
、
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、

O
⑫
⑬
の
判
例
は
結
果
的
に
妥
当
で
あ
っ
た
、
と
思
わ
れ
る
。

を
締
結
し
た
場
合
は
と
も
か
く
も
、

第
三
に
、
米
国
に
お
い
て
、

日
本
の
会
社
と
米
国
人
の
聞
で
締
結
さ
れ
た
雇
用
契
約
に
関
す
る
@
の
判
例
が
あ
る
。
こ
の
事
件
は
、
法
例

七
条
二
項
に
よ
る
な
ら
ば
、
契
約
締
結
地
法
で
あ
る
米
国
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
法
が
適
用
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
契
約
は
日
本
に

お
け
る
勤
務
を
目
的
と
し
て
お
り
、
現
実
に
、
通
常
の
労
務
給
付
地
は
日
本
で
あ
る
か
ら
、

日
本
法
の
適
用
は
結
果
的
に
妥
当
で
あ
っ
た
。

な
お
、
こ
の
よ
う
な
事
案
は
、
使
用
者
が
日
本
の
会
社
か
外
国
の
会
社
か
と
い
う
相
違
は
あ
る
が
、
④
⑤
⑦
の
事
案
と
同
一
に
取
り
扱
っ
て

よ
い
、

と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
。
⑫
⑬
の
事
案
と
異
な
り
、
当
初
か
ら
契
約
締
結
地
国
以
外
の
国
に
お
け
る
勤
務
が
予
定
さ
れ
て
お
り
、

通
常
の
労
務
給
付
地
は
、
こ
の
よ
う
な
国
に
あ
る
と
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。
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最
後
に
、
米
国
在
住
の
日
本
人
と
日
本
の
会
社
の
聞
の
雇
用
契
約
に
関
す
る
⑮
の
判
例
が
あ
る
。
こ
の
事
案
に
お
い
て
は
、
日
本
法
の
適

用
に
疑
問
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
も
と
も
と
米
国
に
居
住
し
て
い
た
者
が
、
米
国
に
お
け
る
勤
務
を
目
的
と
し
て
、
契
約
を
締
結
し
た
の
で

あ
る
か
ら
、
通
常
の
労
務
給
付
地
は
米
国
内
に
あ
っ
た
、

と
見
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
逆
に
い
え
ば
、

日
本
に
お
け
る
勤
務
は
予
定
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、

日
本
の
会
社
と
日
本
人
の
問
の
雇
用
契
約
と
は
い
え
、
米
国
法
の
適
用
が
妥
当
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

わが国の判例における契約準拠法の決定一契約類型毎の考察ー

(
別
)
小
寺
彰
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
九
二
号
二
六
八
頁
、
野
田
進
H
椿
原
史
子
・
阪
大
法
学
一
一
一
九
号
一
一
一
頁
参
照
。

(
別
)
田
村
精
一
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
五
八
六
号
二
ハ
三
頁
、
浮
木
敬
郎
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
五
九
O
号
一
三
二
頁
参
照
。

(
回
)
桑
田
三
郎
・
渉
外
判
例
百
選
(
増
補
版
)
七
六
頁
、
喜
多
川
篤
典
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
三
四
九
号
一
二

O
頁
、
浮
木
敬
郎
・
判
例
評
論
八
五
号
七
頁
、

安
屋
直
人
H

回
村
精
一
・
法
と
政
治
一
七
巻
一
号
六
九
頁
参
照
。

(
出
)
田
中
徹
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
三
九
九
号
一
一
一
一
九
頁
参
照
。

(
倒
的
)
佐
野
寛
・
渉
外
判
例
百
選
(
第
二
版
)
七
六
頁
、
山
田
錬
一
・
渉
外
判
例
百
選
(
増
補
版
)
二
二
八
頁
、
沢
木
敬
郎
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
五
六

号
一
九
八
頁
、
山
崎
良
子
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
五
七
号
一
四
四
頁
、
妹
場
準
一
・
判
例
評
論
一
三
四
号
二
五
頁
参
照
。

(
前
)
尾
崎
正
利
・
コ
一
重
一
法
経
六
七
号
二
一
一
頁
参
照
。

(
部
)
佐
野
寛
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
五
七
号
二
八
三
一
良
、
高
桑
昭
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
六
一
号
二
三
七
頁
参
照
。

(
前
)
久
保
田
穣
・
渉
外
判
例
百
選
(
増
補
版
)
一
七
O
頁
、
岡
本
善
八
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
八
九
号
七
一
頁
参
照
。

(
邸
)
回
中
徹
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
六
二
号
二
六
三
頁
、
尾
崎
正
利
・
三
重
法
経
六
百
万
五
五
頁
参
照
。

(
回
)
林
脇
ト
シ
子
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
四
三
号
一
五
六
頁
参
照
。

(
叩
)
鈴
木
康
之
・
法
曹
時
報
二
六
巻
二
一
号
一
五
一
頁
参
照
。

(
引
)
尾
崎
正
利
・
三
重
法
経
五
六
号
五
九
頁
参
照
。

(
回
)
尾
崎
正
利
・
三
重
法
経
五
九
号
四
五
頁
参
照
。

(
問
)
折
茂
・
前
掲
注
(
日
)
一
三
五
頁
、
潟
池
・
前
掲
注

(
2
)
三
五
八
頁
、
浮
木
・
前
掲
注

(
2
)
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一
九
一
一
一
貝
参
照
。



説

(
叫
)
桑
田
三
郎
・
渉
外
判
例
百
選
(
増
補
版
)
七
七
頁
、
妹
場
準
一
・
判
例
評
論
一
三
四
号
二
五
頁
。

(
何
)
さ
ら
に
佐
野
・
前
掲
注

(
2
)
四
九
頁
、
佐
野
寛
・
渉
外
判
例
百
選
(
第
二
版
)
七
七
頁
、
山
田
鎌
一

九
頁
参
照
。

(
開
)
同
様
の
立
法
例
と
し
て
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
際
私
法
四
四
条
三
項
が
あ
る
。

(
貯
)
同
様
の
立
法
例
と
し
て
、
ス
イ
ス
国
際
私
法
二
二
条
一
項
お
よ
び
オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
際
私
法
四
四
条
一
項
が
あ
る
。

(
悌
)
同
様
の
立
法
例
と
し
て
、
ス
イ
ス
国
際
私
法
三
二
条
-
一
項
お
よ
び
オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
際
私
法
四
四
条
二
項
が
あ
る
。

(
卯
)
結
果
同
旨
、
佐
野
・
前
掲
注

(2)
四
九
頁
。

(
捌
)
税
制
と
の
関
係
か
ら
五
年
以
内
に
帰
国
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
、
と
す
る
の
は
、
南
敏
文
『
改
正
法
例
の
解
説
』
(
一
九
九
二
年
・
法
曹
会
)

一
九
八
頁
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
、
法
例
に
お
け
る
常
居
所
の
認
定
に
関
連
し
て
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

渉
外
判
例
百
選
(
増
補
版
)

自命

}¥ 

そ
の
他
の
契
約

委
任
契
約

-
E
A
 

①
在
日
の
英
国
人
夫
か
ら
カ
ナ
ダ
人
妻
に
対
し
て
、
物
上
保
証
を
委
任
し
た
契
約
の
準
拠
法
を
日
本
法
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
当
事
者

(
削
)

聞
に
争
い
が
な
い
と
し
た
京
都
地
判
昭
和
三
二
年
一

O
月
一
七
日
下
民
八
巻
一

O
号
一
九
四

O
頁
、
②
米
国
銀
行
の
パ
リ
支
店
か
ら
フ
ラ
ン

ス
の
銀
行
に
対
し
て
、
取
立
を
委
任
し
た
契
約
に
つ
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
よ
る
意
思
の
下
に
締
結
し
た
と
す
る
東
京
地
判
昭
和
四
五
年
三

(
脱
)

月
二
七
日
下
民
二
一
巻
三
・
四
号
五

O
O
頁
、
③
米
国
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
に
お
い
て
、
日
本
の
会
社
が
同
州
の
弁
護
士
に
法
律
業
務
を
委
任

し
た
契
約
に
つ
い
て
、
法
例
七
条
二
項
に
よ
り
行
為
地
法
で
あ
る
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
法
を
適
用
し
た
徳
島
地
判
昭
和
四
四
年
二
一
月
一
六
日
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(
間
)

判
タ
二
五
四
号
二

O
九
頁
、
④
米
国
在
住
者
か
ら
日
本
在
住
者
に
対
し
て
、
相
続
税
の
納
付
を
委
任
し
た
契
約
に
つ
い
て
、
特
に
準
拠
法
に

関
す
る
判
断
を
示
さ
な
い
ま
ま
、

日
本
法
を
適
用
し
た
と
思
わ
れ
る
東
京
地
判
昭
和
田
七
年
五
月
一

O
日
行
裁
集
二
三
巻
五
号
二
九
九
頁
が

あ
る
。

ヮ“

⑤
設
立
準
拠
法
不
詳
の
当
事
者
間
に
お
け
る
船
舶
代
理
庖
契
約
お
よ
び
船
舶
サ
ー
ビ
ス
供
給
契
約
の
準
拠
法
を
日
本
法
と
す
る
こ
と
に
つ

代
理
契
約

わが国の判例における契約準拠法の決定一契約類型毎の考察ー

い
て
、
当
事
者
間
に
争
い
が
な
い
と
し
た
東
京
地
判
昭
和
五
一
年
一
月
二
九
日
下
民
二
七
巻
一

l
四
号
二
三
頁
、
⑥
ド
イ
ツ
の
会
社
と
日
本

の
会
社
の
聞
で
、

お
互
い
に
相
手
方
の
代
理
庖
と
し
て
事
業
活
動
を
行
い
、

そ
の
利
益
を
折
半
す
る
こ
と
等
を
内
容
と
す
る
契
約
に
つ
い
て
、

(
削
)

と
し
て
ド
イ
ツ
法
を
適
用
し
た
東
京
地
判
昭
和
三
一
年
二
月
二
五
日
下
民
七
巻
二
号
四
二
九
頁
、
⑦
日
本
に

行
為
地
法
(
契
約
締
結
地
法
)

お
い
て
、
米
国
の
保
険
会
社
と
日
本
人
の
聞
で
締
結
さ
れ
た
総
代
理
庖
契
約
に
つ
い
て
、
行
為
地
法
と
し
て
日
本
法
を
適
用
し
た
東
京
控
判

昭
和
一

O
年
八
月
五
日
新
聞
三
九

O
四
号
五
頁
が
あ
る
。

。。
⑧
米
国
ニ
ュ

l
ジ
ャ
ー
ジ
ー
州
法
人
の
被
用
者
で
あ
る
米
国
人
が
、
使
用
者
か
ら
日
本
所
在
の
家
屋
を
無
償
で
借
り
受
け
る
契
約
に
つ
い

不
動
産
貸
借
契
約

て
、
契
約
締
結
地
お
よ
び
目
的
物
所
在
地
が
日
本
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
日
本
法
を
準
拠
法
と
す
る
意
思
で
あ
っ
た
と
推
認
し
た
東

(
防
)

京
地
判
昭
和
四
四
年
五
月
一
四
日
下
民
二

O
巻
五
・
六
号
三
四
二
頁
、
⑨
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
法
に
準
拠
し
て
結
成
さ
れ
た
組
合
の
組
合
員
が
、

組
合
の
た
め
に
、

日
本
の
会
社
か
ら
、

日
本
所
在
の
ピ
ル
の
一
室
を
賃
借
し
た
契
約
に
つ
い
て
、
事
案
の
性
質
上
、

日
本
法
に
従
っ
て
契
約

(
鵬
)

を
締
結
す
る
意
思
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
と
し
た
大
阪
高
判
昭
和
四
四
年
八
月
丑
日
高
民
二
二
巻
四
号
五
四
三
頁
、
⑩
在
日
中
華
民

国
人
間
に
お
け
る
日
本
所
在
の
土
地
の
使
用
貸
借
契
約
に
つ
い
て
、
特
に
準
拠
法
に
閲
す
る
判
断
を
一
不
さ
な
い
ま
ま
、

日
本
法
を
適
用
し
た

東
京
地
判
昭
和
六
二
年
八
月
二
八
日
判
時
二
一
七
八
号
九
七
頁
が
あ
る
。
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凶
知
的
財
産
権
に
関
す
る
契
約

⑪
米
国
法
人
か
ら
日
本
人
に
対
し
て
、
特
許
権
の
専
用
実
施
権
を
設
定
す
る
契
約
に
つ
い
て
、
「
本
件
契
約
は
日
本
に
お
け
る
特
許
の
実

論

施
に
つ
い
て
の
契
約
で
あ
り
、
基
本
契
約
も
付
随
契
約
も
そ
の
契
約
書
は
日
本
語
で
記
載
さ
れ
て
お
り
、
基
本
契
約
は
東
京
で
締
結
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
本
件
契
約
の
準
拠
法
は
日
本
法
と
す
る
こ
と
に
当
事
者
の
黙
示
の
合
意
が
あ
っ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
」

(
問
)

と
し
た
東
京
高
判
平
成
二
年
九
月
二
六
日
無
体
例
集
二
二
巻
三
号
六
一
一
二
頁
、
⑫
日
本
人
か
ら
米
国
法
人
に
対
し
て
、
日
本
に
登
録
さ
れ
た

意
匠
権
を
無
償
で
譲
渡
す
る
契
約
に
つ
い
て
、
特
に
準
拠
法
に
関
す
る
判
断
を
示
さ
な
い
ま
ま
、
日
本
法
を
適
用
し
た
と
思
わ
れ
る
東
京
地

(
印
刷
)

判
昭
和
三
九
年
四
月
一
一
一
日
判
タ
一
六
一
号
一
五
一
頁
が
あ
る
。

以
上
の
判
例
に
お
い
て
は
、
契
約
締
結
時
に
明
示
の
準
拠
法
合
意
が
あ
っ
た
こ
と
を
、
明
白
に
認
定
し
た
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
。
し
か

し
、
日
本
法
を
準
拠
法
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
当
事
者
聞
に
争
い
が
な
い
と
し
た
も
の
と
し
て
は
、
委
任
契
約
に
関
す
る
①
の
判
例
お
よ

ぴ
船
舶
代
理
庖
契
約
な
ど
に
関
す
る
⑤
の
判
例
が
あ
る
。
ま
た
、
明
示
の
準
拠
法
合
意
が
な
い
場
合
に
お
け
る
準
拠
法
の
決
定
を
、
契
約
類

型
毎
に
見
て
い
く
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

ま
ず
、
委
任
契
約
に
つ
い
て
は
、
黙
一
不
の
準
拠
法
合
意
を
認
定
し
た
②
の
判
例
、
法
例
七
条
二
項
に
よ
り
行
為
地
法
を
適
用
し
た
③
の
判

例
、
明
確
な
準
拠
法
判
断
を
示
さ
な
か
っ
た
④
の
判
例
が
あ
る
。
②
の
判
例
に
お
い
て
は
、
委
任
者
と
受
任
者
が
同
一
聞
に
営
業
所
を
有
す

そ
の
結
論
に
は
、
問
題
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
③
④
の
判
例
に
お
い
て
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
受
任
者
の
常
居
所
地
法

る
銀
行
で
あ
る
か
ら
、

が
適
用
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
ら
も
結
論
的
に
は
問
題
が
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、

E

C
の
契
約
債
務
準
拠
法
条
約
に
お
け
る
特

(
m
m
)
 

徴
的
給
付
の
理
論
に
よ
っ
て
も
、
受
任
者
の
給
付
が
特
徴
的
と
さ
れ
る
し
、
当
事
者
に
よ
る
法
選
択
が
な
い
場
合
、
受
任
者
の
常
居
所
地
法

を
原
則
的
な
準
拠
法
と
す
る
立
法
例
と
し
て
は
、

ス
イ
ス
国
際
私
法
一
一
七
条
三
項

c
号、

ハ
ン
ガ
リ
ー
国
際
私
法
二
五
条
f
号
、
旧
ユ

l

ゴ
ス
ラ
ピ
ア
国
際
私
法
二

O
条
三
号
、

ポ
ー
ラ
ン
ド
国
際
私
法
二
七
条
一
項
二
号
、
旧
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
国
際
私
法
一

O
条
二
項

e
号
が
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オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
際
私
法
三
人
条
一
項
は
、
特
に
銀
行
間
取
引
に
つ
い
て
、
受
任
銀
行
の
営
業
所
所
在
地
法
を
指
定
す
る
。

つ
ぎ
に
、
代
理
契
約
に
つ
い
て
は
、
法
例
七
条
二
項
に
よ
り
行
為
地
法
を
適
用
し
た
⑤
⑦
の
判
例
が
あ
る
。
⑦
の
事
案
に
お
い
て
は
、
結

あ
る
。
ま
た
、

局
の
と
こ
ろ
、
代
理
庖
と
な
る
者
の
常
居
所
地
法
が
適
用
さ
れ
て
い
る
の
で
、
問
題
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
⑥
の
事
案
で
は
、

お
互
い
に
相
手
方
の
代
理
庖
と
し
て
事
業
活
動
を
行
い
、
そ
の
利
益
を
折
半
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ど
ち
ら
の
営
業
所
所
在
地
法
が
契
約
と

よ
り
密
接
な
関
連
を
有
す
る
の
か
を
決
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
契
約
締
結
地
法
を
適
用
し
た
⑥
の
判
例
は
、
結
果
的
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に
妥
当
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、

E

C
の
契
約
債
務
準
拠
法
条
約
に
お
け
る
特
徴
的
給
付
の
理
論
に
よ
っ
て
も
、
代
理
人
の
側
の
給

(
川
)

付
が
特
徴
的
と
さ
れ
る
し
、
当
事
者
に
よ
る
法
選
択
が
な
い
場
合
、
代
理
人
の
常
居
所
地
法
を
原
則
的
な
準
拠
法
と
す
る
立
法
例
と
し
て
は
、

ハ
ン
ガ
リ
ー
国
際
私
法
二
五
条
h
号
、

ポ
ー
ラ
ン
ド
国
際
私
法
二
七
条
一
項
二
号
、
旧
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
国
際
私
法
一

O
条
二
項
f
号
が

あ
る
。さ

ら
に
、
不
動
産
貸
借
契
約
に
つ
い
て
は
、
黙
一
不
の
合
意
を
認
定
し
た
⑧
⑨
の
判
例
、

お
よ
び
明
確
な
準
拠
法
判
断
を
一
不
さ
な
か
っ
た
⑩

の
判
例
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
⑧
の
判
例
は
、
契
約
締
結
地
お
よ
び
目
的
物
所
在
地
が
日
本
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
日
本
法
に

よ
る
意
思
で
あ
っ
た
と
認
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
契
約
締
結
地
を
理
由
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
法
例
七
条
二
項
に
よ
っ
て
も
、
同
じ
結
論

が
導
か
れ
る
し
、
単
な
る
目
的
物
所
在
地
を
理
由
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
目
的
物
が
動
産
で
あ
る
場
合
に
も
、

そ
の
所
在
地
が
重
要
視
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
む
し
ろ
、
こ
れ
ら
の
事
案
に
お
い
て
は
、
目
的
物
が
不
動
産
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
所
在
地
法
で
あ
る
日
本
法
の
適
用

が
結
果
的
に
妥
当
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
前
述
二
の
よ
う
に
、
不
動
産
に
関
す
る
契
約
一
般
に
つ
い
て
、
当
事
者
の
法
選
択
が
な

い
場
合
、
不
動
産
所
在
地
法
を
原
則
的
な
準
拠
法
と
す
る
立
法
例
と
し
て
は
、

法
一
一
九
条
一
項
、

E
C
の
契
約
債
務
準
拠
法
条
約
四
条
三
項
、
ス
イ
ス
国
際
私

(
凶
)

ハ
ン
ガ
リ
ー
国
際
私
法
二
六
条
一
項
、
旧
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
国
際
私
法
一

O
条
二
項
b
号
が
あ
る
。
ま
た
、
ォ

l
ス

ト
リ
ア
国
際
私
法
四
二
条
一
項
は
、
特
に
不
動
産
の
使
用
に
関
す
る
契
約
に
つ
い
て
、
不
動
産
所
在
地
法
を
指
定
す
る
。
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最
後
に
、
知
的
財
産
権
に
関
す
る
契
約
に
つ
い
て
は
、
黙
示
の
準
拠
法
合
意
を
認
定
し
た
⑪
、
お
よ
び
特
に
準
拠
法
判
断
を
示
さ
な
か
っ

た
⑫
が
あ
る
。
そ
し
て
、
⑪
の
判
例
は
、
実
施
権
者
の
常
居
所
地
法
を
適
用
し
た
の
に
対
し
て
、
⑫
の
判
例
は
、
譲
渡
人
の
常
居
所
地
法
を

論

適
用
す
る
結
果
に
な
っ
て
い
る
。
特
許
実
施
契
約
に
つ
い
て
、
明
一
亦
の
準
拠
法
合
意
が
あ
る
場
合
に
は
、
実
施
許
諾
者
側
の
法
が
指
定
さ
れ

(
山
)

と
も
言
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
準
拠
法
合
意
が
な
い
場
合
に
は
、
ど
ち
ら
の
当
事
者
の
営
業
所
所
在
地
法
な
い
し

る
こ
と
が
多
い
、

常
居
所
地
法
を
適
用
す
べ
き
か
を
決
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
外
国
の
立
法
例
に
お
い
て
も
、

ス
イ
ス
国
際
私
法
一
一
一
一
一
条
一
項
は
、

譲
渡
人
な
い
し
実
施
許
諾
者
の
常
居
所
地
法
を
指
定
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、

オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
際
私
法
四
三
条
一
項
は
、
譲
渡
ま
た
は
実

施
許
諾
の
対
象
と
な
っ
た
国
の
法
を
指
定
し
、
こ
の
よ
う
な
対
象
国
が
複
数
あ
る
場
合
に
は
、
譲
受
人
な
い
し
実
施
権
者
の
常
居
所
地
法
を

指
定
す
る
。
ま
た
、
著
作
権
と
そ
の
他
の
知
的
財
産
権
を
区
別
す
る
立
法
例
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、

実
施
に
関
す
る
契
約
に
つ
い
て
は
、
実
施
権
者
の
住
所
地
法
を
指
定
し

ハ
ン
ガ
リ
ー
国
際
私
法
は
、
著
作
権
の

(
二
五
条

c
号)、

工
業
所
有
権
な
ど
の
実
施
に
関
す
る
契
約
に
つ

い
て
は
、
実
施
許
諾
者
の
住
所
地
法
を
指
定
す
る

(
二
五
条
d
号
)
。
こ
れ
に
対
し
て
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
国
際
私
法
は
、
著
作
権
に
関

す
る
契
約
に
つ
い
て
は
、
著
作
権
者
の
住
所
地
法
を
指
定
し

(二

O
条
一
四
号
)
、
技
術
移
転
契
約
に
つ
い
て
は
、
技
術
の
譲
受
人
の
本
拠

地
法
を
指
定
す
る

(二

O
条
一
八
号
)
。
な
お
、

ポ
ー
ラ
ン
ド
国
際
私
法
二
七
条
一
項
四
号
は
、
著
作
権
の
譲
渡
契
約
に
つ
い
て
、
譲
受
人

の
本
拠
地
法
を
指
定
す
る
。

(
肌
)
一
一
一
井
哲
夫
・
渉
外
判
例
百
選
(
第
二
版
)
一
二

O
頁
、
沢
木
敬
郎
H
林
脇
ト
シ
子
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
八
三
号
六
九
頁
参
照
。

(
即
)
後
藤
明
史
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
五
四
三
号
一
四
一
頁
参
照
。

(
即
)
田
辺
信
彦
・
渉
外
判
例
百
選
(
第
二
版
)
一
一

O
頁
、
畑
口
紘
・
渉
外
判
例
百
選

二
号
二
二
二
頁
、
山
崎
良
子
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
八
五
号
一
七
O
頁
参
照
。

(
増
補
版
)
二
四

O
頁
、
妹
場
準
一
・
ジ
ユ
リ
ス
ト
四
八
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(
酬
)
西
賢
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
八
五
号
六
四
頁
参
照
。

(
問
)
前
掲
注
(
制
)
参
照
。

(
蜘
)
松
岡
博
・
渉
外
判
例
百
選
(
第
二
版
)
七
四
頁
参
照
。

(
即
)
石
黒
一
憲
・
判
例
評
論
三
九
五
号
四
三
頁
、
木
概
照
一
・
特
許
四
二
巻
一

O
号
二
二
五
三
頁
参
照
。

(
瑚
)
土
井
輝
生
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
三
八
O
号
一
四
O
頁
参
照
。

(
問
)
の
E
E田口
O
¥
F同
四
回
「
門
田
市
唱
。
目

y
n
E
-
ロD
丹
市

(ωω)
・司・

ω叶
品

(
山
)
の
E
Z釦口
O
¥
F
白聞記・門日夕
O
H
}
・
2
f
ロD
丹
市

(ωω)-
司

ω
芝山・

(
山
)
前
掲
注
(
剖
)
も
参
照
。

(
山
)
津
木
・
前
掲
注

(
2
)

一
九
=
百
円
参
照
。

九

お
わ
り
に

以
上
は
、
契
約
類
型
毎
に
、
わ
が
国
の
判
例
を
分
析
し
た
の
で
あ
る
が
、
最
後
に
、
こ
れ
ら
の
判
例
全
体
の
分
析
を
試
み
た
い
。

第
一
に
、
明
示
の
法
選
択
は
、

た
し
か
に
全
体
と
し
て
み
る
と
、
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
が
、
海
上
物
品
運
送
契
約
、

と
り
わ
け
船
荷
証
券

が
交
付
さ
れ
た
箇
品
運
送
契
約
に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
明
示
の
準
拠
法
約
款
の
存
在
が
通
例
で
あ
っ
た
。
そ
の
際
に
、
必
ず
運
送
人
の
本
庖

jヒ法45(5・45)739 

所
在
地
法
が
選
択
さ
れ
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
約
款
が
専
ら
運
送
人
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
る
、
と
い
う
附
合
契
約
の
性
質
に
も
と
づ
く
も
の
と

思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
運
送
人
は
、
船
積
地
お
よ
び
荷
揚
地
の
双
方
が
自
己
の
本
庖
所
在
地
回
以
外
の
固
に
あ
る
三
国
間
運
送
で
あ
っ
て

も
、
自
己
が
熟
知
し
た
本
居
所
在
地
法
を
選
択
す
る
こ
と
に
よ
り
、
紛
争
解
決
を
有
利
に
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
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の
よ
う
な
準
拠
法
選
択
の
傾
向
は
、
す
べ
て
の
附
合
契
約
に
共
通
の
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
。
た
と
え
ば
、
銀
行
取
引
契
約
に
お
い
て
は
、

明
示
の
準
拠
法
約
款
の
例
が
見
当
た
ら
な
い
し
、
保
険
契
約
に
お
い
て
は
、
異
な
っ
た
基
準
で
準
拠
法
が
選
択
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

きム
ロ岡

と
り
わ
け
海
上
保
険
契
約
に
お
い
て
は
、
様
々
な
理
由
か
ら
、
少
な
く
と
も
保
険
者
の
填
補
責
任
に
つ
い
て
は
、
英
国
法
を
選
択
す
る
傾
向

が
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
同
じ
く
附
合
契
約
と
い
っ
て
も
、
個
々
の
取
引
形
態
や
伝
統
の
違
い
な
ど
か
ら
、
準
拠
法
約
款
の
有
無
お
よ
び

準
拠
法
選
択
の
基
準
が
異
な
っ
て
く
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

第
二
に
、
こ
の
よ
う
な
明
示
の
法
選
択
が
な
い
場
合
に
は
、
黙
示
の
法
選
択
が
認
定
さ
れ
る
の
か
、
法
例
七
条
二
項
に
よ
り
行
為
地
法
が

適
用
さ
れ
る
の
か
、

そ
れ
と
も
明
白
な
準
拠
法
判
断
を
示
す
こ
と
な
く
、

日
本
法
が
適
用
さ
れ
る
の
か
に
よ
っ
て
、
結
果
が
異
な
っ
て
お
り
、

法
的
不
安
定
が
著
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
不
都
合
を
再
び
契
約
類
型
毎
に
ま
と
め
直
す
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

売
買
契
約
に
つ
い
て
は
、

ほ
と
ん
ど
の
判
例
に
お
い
て
、
結
果
的
に
売
主
の
営
業
所
所
在
地
法
が
適
用
さ
れ
て
い
る
が
、
隔
地
的
な
契
約

に
関
す
る
⑪
お
よ
び
@
の
判
例
は
、
買
主
の
営
業
所
所
在
地
法
を
適
用
す
る
結
果
に
な
っ
て
い
る
。
@
の
判
例
は
、
法
例
七
条
二
項
お
よ
び

九
条
二
項
に
よ
り
、
申
込
発
信
地
法
を
適
用
し
た
も
の
で
あ
り
、
@
の
判
例
は
、
明
白
な
準
拠
法
判
断
を
行
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ

ら
の
二
つ
の
判
例
に
お
い
て
、
買
主
の
営
業
所
所
在
地
法
が
適
用
さ
れ
た
の
は
、
全
く
の
偶
然
の
事
情
に
す
ぎ
ず
、
売
主
の
営
業
所
所
在
地

法
を
適
用
し
た
他
の
判
例
と
比
べ
て
、

そ
れ
ほ
ど
大
き
く
事
案
が
異
な
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

海
上
物
品
運
送
契
約
に
つ
い
て
は
、
明
示
の
法
選
択
が
な
か
っ
た
事
案
自
体
が
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
の
で
、

一
般
的
な
傾
向
を
見
出
す
こ

と
は
困
難
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け
三
国
間
運
送
に
関
す
る
⑪
の
判
例
は
、
結
果
的
に
運
送
人
の
本
庖
所
在
地
法
を
適
用
し
た
の
に
対
し
て
、

同
じ
く
三
国
間
運
送
に
関
す
る
⑬
の
判
例
は
、
船
積
地
法
を
適
用
し
た
結
果
に
な
っ
て
い
る
。
前
者
は
、
黙
示
の
法
選
択
を
認
定
し
た
も
の

で
あ
り
、
後
者
は
、
法
例
七
条
二
項
に
よ
り
行
為
地
法
を
適
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
二
つ
の
事
案
は
、

い
ず
れ
も
三
国

間
運
送
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
特
に
結
果
を
異
に
す
る
事
情
は
存
在
し
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

北法45(5・46)740 
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と
り
わ
け
海
上
保
険
契
約
に
関
す
る
⑤
の
判
例

一
般
的
に
英
国
法
に
よ
る
べ
き
旨
の
慣
習
を
認
定
し
た
の
に
対
し
て
、
同
じ
く
海
上
保
険
契
約
に
関
す
る
⑥
⑦
の
判
例
は
、
結
果
的
に

保
険
契
約
に
つ
い
て
も
、
明
示
の
法
選
択
が
な
か
っ
た
事
案
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
が
、

保
険
会
社
の
営
業
所
所
在
地
法
を
適
用
し
て
い
る
。
前
者
は
、
黙
示
の
意
思
を
認
定
し
た
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
、
明
白
な
準
拠
法
判
断
を

示
す
こ
と
な
く
、

日
本
法
を
適
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
契
約
の
相
手
方
は
、
前
者
の
事
案
で
は
、
イ
ン
ド
商
人
で
あ
り
、
後
者
の

事
案
で
は
、
保
険
者
と
同
じ
日
本
法
人
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
が
特
に
結
果
を
異
に
す
る
事
情
と
は
思
わ
れ
な
い
。

わが国の判例における契約準拠法の決定一契約類型毎の考察ー

銀
行
取
引
契
約
に
つ
い
て
は
、
当
事
者
の
共
通
本
国
法
と
も
思
わ
れ
る
よ
う
な
「
イ
ギ
リ
ス
法
系
に
属
す
る
契
約
法
理
」
を
準
拠
法
と
し

た
①
の
判
例
と
、
銀
行
の
支
庖
所
在
地
法
を
適
用
し
た
他
の
判
例
が
対
立
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
③
④
の
事
案
は
、
銀
行
の
本
庖
所
在
地

国
の
国
民
な
い
し
会
社
と
の
取
引
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
事
案
に
お
い
て
、
共
通
本
国
法
で
は
な
く
、
支
庖
所
在
地
法
を
適
用
し
た
結
果
は
、

①
の
判
例
と
対
比
し
て
注
目
さ
れ
る
。
な
お
、
①
の
判
例
が
黙
示
の
法
選
択
を
認
定
し
た
の
に
対
し
て
、
③
④
の
判
例
は
、
法
例
七
条
二
項

に
よ
り
行
為
地
法
を
適
用
し
た
も
の
で
あ
る
。

消
費
貸
借
契
約
に
つ
い
て
も
、
当
事
者
の
共
通
本
国
法
を
適
用
し
た
①
の
判
例
と
、
結
果
的
に
当
事
者
の
常
居
所
地
法
を
適
用
し
た
④
⑤

の
判
例
が
対
立
し
て
い
る
。
前
者
は
、
黙
示
の
法
選
択
を
認
定
し
て
お
り
、
後
者
は
、
行
為
地
法
を
適
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
事

案
は
、

い
ず
れ
も
在
米
日
本
人
間
の
消
費
貸
借
契
約
で
あ
り
、
①
の
事
案
に
お
い
て
、
日
本
の
年
号
お
よ
び
日
本
の
住
所
を
記
載
し
た
、
と

と
い
う
事
情
を
考
慮
し
た
③
の
判
例
と
、

こ
の
よ
う
な
事
情
を
無
視
し
た
⑦
の
判
例
が
対
立
し
て
い
る
。
前
者
は
、
黙
示
の
意
思
を
認
定
し
て
お
り
、
後
者
は
、
法
例
七
条
二
項
に
よ

い
う
事
情
は
、
特
に
重
要
と
は
思
わ
れ
な
い
。
ま
た
、
当
事
者
の
一
方
が
国
の
行
政
機
関
で
あ
る
、
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り
行
為
地
法
を
適
用
し
た
も
の
で
あ
る
。

ほ
と
ん
ど
の
判
例
が
結
果
的
に
通
常
の
労
務
給
付
地
法
を
適
用
し
て
い
る
が
、
④
⑤
⑧
@
の
判
例
は
、
使
用
者

の
本
庖
所
在
地
法
な
い
し
契
約
締
結
地
法
を
適
用
し
た
結
果
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
@
の
事
案
で
は
、
労
務
給
付
地
が
複
数
の

雇
用
契
約
に
つ
い
て
は
、
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国
に
ま
た
が
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
他
の
事
案
と
異
な
っ
た
結
果
に
な
る
こ
と
は
合
理
性
が
あ
る
。
し
か
し
、
④
⑤
@
の
事
案
は
、

他
の
事
案
と
異
な
っ
た
結
果
に
な
る
よ
う
な
特
別
の
事
情
は
見
当
た
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
④
の
判
例
は
、
被
用
者
が
本
籍
を
米
国
内
に
置

出

自岡

く
こ
と
を
拘
束
的
条
件
と
し
て
い
る
こ
と
を
重
視
し
、
⑤
の
判
例
は
、
報
酬
の
支
払
通
貨
お
よ
び
支
払
地
を
重
視
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の

事
情
が
準
拠
法
の
決
定
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
ま
た
、
@
の
判
例
は
、
明
白
な
準
拠
法
判
断
を
示
さ
な
い
ま
ま
、
日
本

と
い
う
事
情
を
考
慮
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
し

法
を
適
用
し
て
い
る
が
、

お
そ
ら
く
契
約
当
事
者
が
日
本
の
会
社
お
よ
び
日
本
人
で
あ
っ
た
、

か
し
、
通
常
の
労
務
給
付
地
お
よ
び
契
約
締
結
地
は
、
米
国
内
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
の
他
の
契
約
の
う
ち
、
知
的
財
産
権
契
約
に
関
す
る

O
お
よ
び
⑫
の
判
例
は
、

一
方
が
特
許
権
の
実
施
権
者
の
常
居
所
地
法
を
適
用
し
、

他
方
が
意
匠
権
の
譲
渡
人
の
常
居
所
地
法
を
適
用
し
た
結
果
に
な
っ
て
い
る
。
前
者
は
、
黙
示
の
準
拠
法
合
意
を
認
定
し
、
後
者
は
、
明
白

い
ず
れ
も
知
的
財
産
権
契
約
に
関
す
る
事
案
で
あ
り
、
特
に
結
果
を
異
に
す
る
よ
う
な
事
情

な
準
拠
法
判
断
を
示
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、

は
見
当
た
ら
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
明
示
の
準
拠
法
合
意
が
な
い
場
合
に
は
、
裁
判
所
が
ど
の
よ
う
な
基
準
で
準
拠
法
を
決
定
す
る
の
か
を
予
測
す
る
こ
と

は
困
難
で
あ
る
。
そ
の
原
因
は
、
次
の
諸
点
に
見
出
さ
れ
る
。
ま
ず
、
黙
一
不
の
法
選
択
を
認
定
し
た
判
例
に
お
い
て
も
、
特
定
の
事
情
だ
け

を
考
慮
し
た
も
の
と
、
諸
般
の
事
情
を
総
合
的
に
考
慮
し
た
も
の
が
あ
り
、

し
か
も
、
準
拠
法
の
決
定
に
と
っ
て
重
要
と
は
思
わ
れ
な
い
事

情
も
考
慮
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

つ
ぎ
に
、

ほ
と
ん
ど
同
一
の
事
案
に
お
い
て
も
、
黙
示
の
法
選
択
が
認
定
さ
れ
た
り
、
法
例
七
条
二
項
に

よ
り
行
為
地
法
を
適
用
し
た
り
、
明
白
な
準
拠
法
判
断
を
示
さ
な
い
ま
ま
、

日
本
法
を
適
用
し
て
い
る
。
た
し
か
に
、
学
説
は
、
当
事
者
に

よ
る
明
示
の
法
選
択
が
な
く
て
も
、
直
ち
に
法
例
七
条
二
項
に
よ
り
行
為
地
法
を
適
用
す
る
の
で
は
な
く
、
当
事
者
の
黙
示
的
意
思
を
探
究

す
べ
き
で
あ
る
、

と
主
張
し
て
い
る
が
、
判
例
は
、
こ
れ
に
従
う
も
の
と
、

そ
う
で
な
い
も
の
と
が
混
在
し
て
い
る
。
ま
た
、
渉
外
的
事
案

に
お
い
て
は
、
当
事
者
の
主
張
立
証
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
、
裁
判
所
は
準
拠
法
判
断
を
示
す
義
務
が
あ
る
が
、
依
然
と
し
て
、
こ
れ
を
無
視
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す
る
も
の
が
あ
っ
た
り
、
圏
内
事
件
と
同
様
に
扱
う
も
の
が
あ
る
。

そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
不
都
合
を
除
去
す
る
た
め
に
、
次
の
よ
う
な
法
例
七
条
の
解
釈
論
を
提
起
し
た
い
。
第
一
に
、
黙
示
の
法
選
択
と
客

観
的
連
結
は
明
白
に
区
別
す
べ
き
で
あ
り
、
黙
示
的
意
思
に
仮
託
し
て
、
客
観
的
連
結
を
行
う
べ
き
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、

E

C
の
契
約

債
務
準
拠
法
条
約
三
条
一
項
に
よ
る
と
、
「
法
選
択
は
、
明
示
的
で
あ
る
か
、

ま
た
は
十
分
な
確
実
性
を
も
っ
て
、
契
約
の
諸
規
定
も
し
く

は
事
案
の
諸
事
情
か
ら
明
ら
か
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る

一
六
条
二
項
)
。
こ
れ
に
よ
る
な

(
同
旨
、

ス
イ
ス
国
際
私
法
一

わが国の判例における契約準拠法の決定一契約類型毎の考察一

ら
ば
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
判
例
の
う
ち
、
黙
示
の
法
選
択
を
認
定
し
う
る
の
は
、

わ
ず
か
に
海
上
物
品
運
送
契
約
に
関
す
る
⑫
く
ら
い
で

あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
、

一
九
三
六
年
米
国
海
上
物
品
運
送
法
に
準
拠
す
る
旨
の
約
款
が
船
荷
証
券
に
記
載
さ
れ
て
い
た
。

第
二
に
、
客
観
的
連
結
に
お
い
て
は
、
直
ち
に
法
例
七
条
二
項
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
契
約
類
型
毎
の
不
文
の
連
結
規
則
を
見
出
す
べ
き

で
あ
る
。
従
来
は
、
こ
の
よ
う
な
契
約
類
型
に
も
と
づ
く
考
察
が
黙
示
的
意
思
の
探
究
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
が
、

む
し
ろ
客
観
的
連
結
と

し
て
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
結
果
の
予
測
可
能
性
お
よ
び
法
的
安
定
性
が
確
保
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
売
買
契
約
に
お

い
て
は
、
売
主
の
営
業
所
所
在
地
法
、
保
険
契
約
に
お
い
て
は
、
保
険
者
の
営
業
所
所
在
地
法
、
銀
行
取
引
契
約
に
お
い
て
は
、
銀
行
の
営

業
所
所
在
地
法
、
貸
借
契
約
に
お
い
て
は
、
貸
主
の
営
業
所
所
在
地
法
、
委
任
契
約
に
お
い
て
は
、
受
任
者
の
営
業
所
所
在
地
法
、
代
理
契

約
に
お
い
て
は
、
代
理
人
の
営
業
所
所
在
地
法
を
原
則
的
な
準
拠
法
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
連
結
規
則
は
、
本
稿
で
取
り
上
げ

た
判
例
の
傾
向
お
よ
び
外
国
の
立
法
例
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
で
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
E

C
の
契
約
債
務
準
拠
法
条
約
な
ど
に
お
け
る
特
徴
的
給

付
の
理
論
と
一
致
す
る
結
果
に
な
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
特
徴
的
給
付
の
理
論
は
限
界
が
あ
る
。
ま
ず
、
若
干
の
契
約
に
お
い
て
は
、
類
型
的
に
例
外
が
認
め
ら
れ
る
。

た
と
え
ば
、
海
上
物
品
運
送
契
約
に
お
い
て
は
、
特
徴
的
給
付
の
理
論
に
よ
る
な
ら
ば
、
運
送
人
の
本
庖
所
在
地
法
が
準
拠
法
に
な
る
が
、

三
国
間
運
送
に
お
い
て
は
、

む
し
ろ
船
積
地
法
ま
た
は
荷
揚
地
法
が
最
も
密
接
な
関
連
の
法
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
一
雇
用
契
約
に
お
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い
て
も
、
特
徴
的
給
付
の
理
論
に
よ
る
な
ら
ば
、
被
用
者
の
常
居
所
地
法
が
準
拠
法
に
な
る
が
、
む
し
ろ
通
常
の
労
務
給
付
地
法
を
原
則
的

な
準
拠
法
と
し
、
労
務
給
付
地
が
複
数
の
国
に
ま
た
が
る
場
合
に
は
、
使
用
者
の
営
業
所
所
在
地
法
を
準
拠
法
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
さ
ら

に
、
不
動
産
の
売
買
や
使
用
に
関
す
る
契
約
に
お
い
て
は
、
特
徴
的
給
付
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
不
動
産
所
在
地
法
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
。

な
お
、
知
的
財
産
権
に
関
す
る
契
約
に
お
い
て
は
、
特
徴
的
給
付
の
理
論
に
よ
る
な
ら
ば
、
実
施
許
諾
者
な
い
し
譲
渡
人
の
営
業
所
所
在
地

法
が
準
拠
法
に
な
る
が
、
逆
に
実
施
権
者
な
い
し
譲
受
人
の
営
業
所
所
在
地
法
を
準
拠
法
と
す
る
可
能
性
も
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
事
案
の
諸
事
情
を
総
合
的
に
考
慮
し
た
結
果
、
例
外
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
消
費
貸
借
契
約
に
関
す
る
②

の
事
案
は
、
特
徴
的
給
付
の
理
論
に
よ
る
な
ら
ば
、
貸
主
の
常
居
所
地
法
が
準
拠
法
に
な
る
が
、
貸
付
か
ら
返
済
ま
で
の
す
べ
て
の
履
行
行

為
が
借
主
の
常
居
所
地
図
で
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
例
外
的
に
借
主
の
常
居
所
地
法
を
準
拠
法
と
す
る
こ
と
が

考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
特
徴
的
給
付
の
理
論
に
対
す
る
契
約
類
型
毎
の
例
外
規
則
に
お
い
て
も
、
さ
ら
に
個
別
の
事
情
を
考
慮
し
た
結
果
、

再
度
の
例
外
が
認
め
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

最
後
に
、
特
徴
的
給
付
を
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
契
約
が
あ
り
う
る
。
た
と
え
ば
、
「
そ
の
他
の
契
約
」
の
う
ち
、
代
理
契
約
に
関

す
る
⑥
の
事
案
は
、
お
互
い
が
相
手
方
の
代
理
屈
と
し
て
事
業
活
動
を
行
い
、
そ
の
利
益
を
折
半
す
る
こ
と
等
を
内
容
と
す
る
契
約
に
関
す

る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
い
ず
れ
の
当
事
者
の
給
付
が
特
徴
的
で
あ
る
か
を
決
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
場
合
に
は
、
そ
の
他
の
す
べ

て
の
事
情
を
考
慮
し
て
、
準
拠
法
を
決
定
す
る
し
か
な
い
が
、
本
件
に
お
い
て
は
、
と
り
わ
け
契
約
締
結
地
以
外
に
、
準
拠
法
を
決
定
す
る

要
素
が
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

論

以
上
の
よ
う
に
、
特
徴
的
給
付
の
理
論
を
中
心
と
し
た
契
約
類
型
毎
の
連
結
規
則
は
、
法
例
七
条
の
解
釈
論
と
し
て
も
導
入
す
る
こ
と
が

可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
、
適
度
な
柔
軟
性
を
も
っ
た
連
結
規
則
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
的
安
定
性
と
結
果
の
妥
当
性
の
両
方
を
追

求
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

* 
本
稿
は
、
日
本
証
券
奨
学
財
団
の
平
成
四
年
度
研
究
調
査
助
成
金
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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Yasuhiro OKUDA * 

The art. 7 of the Horei provides the freedom of choice of the law applicable to 

the contract (the party autonomy) and in the absence of choice refers the law of 

the place of the contract (!ex loci wntγnctus) . while the European conflict rules 

restrict the freedom of choice in certain types of contract and in the absence of 

choice provide detailed rules depending on the types of contract. This paper is 

concerning a survey of the Japanese case law on the application of the art. 7 of 

the Horei and its comparison with the European conflict rules. 

The express choice is very rarely found in other types of contract than the 

事Professorof Law， Hokkaido University 
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carriage of goods by sea. In this type the law of the country in which the car. 

rier has his principal place of business is chosen， because he alone decides the 

contents of contract unilaterally (adhesion contract) . But this is not the same 

in other types of adhesion contract. In the marine insurance the English law is 

often chosen for the matter of the liabilty of the insurer， whether or not the 

contract has any connection with England. ln the banking contract there was no 

express choice in the here mentioned cases. 

ln the absence of choice the ]apanese courts decide variously the law applic. 

able to the contract. Some courts decide that there is an implied choice of the 

parties， others apply the law of the place of the contract according to the art. 7 

al. 2 of the Horei， and others apply the ]apanese law without reasoning. So the 

parties cannot know the law applicable to the contract before the court 

decision. 1 propose the following rules for the purpose of the legal certainty: 

(1) The implied choice must be demonstrated with certainty by the terms of 

the contract or the circumstances which are directly connected with the choice. 

ln most cases the ]apanese courts consider also less important circumstances. 

(2) The implied choice of the parties and the objective localisation of the con 

tract must be clearly devided. Especially the consideration of the types of con. 

tract must serve for the objective localisation， not for the finding of the implied 

choice. 

(3) The principle of the characteristic performance which is legislated in the 

European conflict rules must be introduced as a not written rule into the inter. 

pretatIO日ofthe Horei. The most ]apanese cases can be justified by the means of 

this principle and as its exceptions. 

北法45(5・161)855 E 


